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2 月彦根愛知犬上広域行政組合議会定例会会議録（第１号）  

 

令和 2 年 2 月 27 日（木）  

 

議  事  日  程  

 第１  議席の指定  

第２  会議録署名議員の指名  

 第３  会期の決定  

 第４  議案第１号上程  

 第５  議案第２号上程  

 第６  議案第３号上程  

 第７  議案第４号上程  

 第８  一般質問  

 

 

本日の会議に付した事件  

 日程第１  議席の指定  

日程第２  会議録署名議員の指名  

日程第３  会期の決定  

日程第４  議案第１号  

 令和元年度（ 2019 年度）彦根愛知犬上広域行政組合一般会計補正

予算（第３号）  

日程第５  議案第２号  

 令和２年度（ 2020 年度）彦根愛知犬上広域行政組合一般会計予算  

日程第６  議案第３号  

 彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す る 条 例

の一部を改正する条例案  

 日程第７  議案第４号  

 彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 職 員 定 数 条 例 お よ び 彦 根 愛 知 犬 上 広

域 行 政 組 合 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

案  

 日程第８  一般質問  

 

 



 

2 

 

 

会議に出席した議員（ 17 名）  

２番  獅  山  向  洋  君       1 1番  黒  澤  茂  樹  君  

３番  富  永    勉  君       1 2番  澤  田  源  宏  君  

４番  北  川  和  利  君       1 3番  中  野  正  剛  君  

５番  角  井  英  明  君       1 4番  杉  原  祥  浩  君  

６番  西  澤  伸  明  君       1 5番  伊  藤  容  子  さん  

７番  木  下  茂  樹  君          1 6番  馬  場  和  子  さん  

８番  西  澤  清  正  君       1 7番  河  村  善  一  君  

９番  北  川  元  気  君       1 9番  安  澤    勝  君  

1 0番  赤  井  康  彦  君        

 

会議に欠席した議員（ 2 名）  

１番  木  村    修  君       1 8番  竹  中  秀  夫  君  

 

議場に出席した事務局職員  

事 務 局 長 神細工  信  二      事務局副主幹 高  橋    大  

事 務 局 次 長 中  江  淳  展      書 記 荒  木    潤  

  

会議に出席した説明員  

管  理  者 大久保    貴  君    事 務 局 長 神細工  信  二  君  

副 管 理 者 山  田  静  男  君    総 務 課 長 中  江  淳  展  君  

副 管 理 者 有  村  国  知  君    総務課長補佐 高  橋    大  君  

副 管 理 者 伊  藤  定  勉  君    紫 雲 苑 場 長 上  田  文  夫  君  

副 管 理 者 野  瀬  喜久男  君    中山投棄場長 山  本    登  君  

副 管 理 者 久  保  久  良  君    建設推進室長 杉  山  暢  基  君  

会 計 管 理 者 山  縣  忠  一  君    建設推進室主幹 宮  川  伸  夫  君  
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午後 2 時 00 分開会  

○議長（安澤勝君） それでは、ただ

い ま か ら 令 和 ２ 年 ２ 月 彦 根 愛 知 犬 上

広 域 行 政 組 合 議 会 定 例 会 を 開 会 い た

します。  

ただいまの出席議員は、17 名で会議

開会定足数に達しております。よって、

令和２年２月定例会は、成立いたしま

した。直ちに本日の会議を開きます。 

 

日程第１  議席の指定  

○議長（安澤勝君） 日程第１、さき

の全員協議会で報告のありました、新

た に 就 任 い た だ き ま し た 議 員 の 議 席

の指定を行います。議席は、ただいま

ご着席の議席といたします。  

１番  木村修君。６番  西澤伸明君。 

 

日程第２  会議録署名議員の指名  

○議長（安澤勝君） 日程第２、本日

の会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員に、３番  富永勉君、

４番  北川和利君を指名いたします。 

 

日程第３  会期の決定  

○議長（安澤勝君） 日程第３、会期

の決定を議題とします。  

お諮りいたします。今定例会の会期

は、本日１日といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（安澤勝君） ご異議なしと認

めます。よって、今定例会の会期は、

本日１日に決定いたしました。  

 

日 程 第 ４  議 案 第 １ 号  令 和 元 年 度

（ 2019 年度）彦根愛知犬上広域行政

組合一般会計補正予算（第３号）  

○議長（安澤勝君） 次に、日程第４、

議案第１号  令和元年度（ 2019 年度）

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計

補 正 予 算 (第 ３ 号 )を 議 題 と い た し ま

す。職員に議案を朗読させます。  

〔高橋議会事務局副主幹朗読〕  

○議長（安澤勝君） 提案者の説明を

求めます。管理者。  

○管理者（大久保貴君）  それでは、

議案第１号  令和元年度 (2019 年度 )

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計

補 正 予 算 (第 ３ 号 )の 概 要 に つ き ま し

て、ご説明いたします。  

補正前予算総額 4 億 9,637 万 4,000

円に対しまして、歳入歳出それぞれか

ら 4,276 万 5,000 円を減額し、予算総

額を 4 億 5,360 万 9,000 円とするもの

でございます。  

その他、繰越明許費として、中継基

地整備実施設計業務 880 万円を翌年

度に繰り越すもの、また、債務負担行

為 の 補 正 と し て 事 業 費 が 確 定 し た こ

と か ら 限 度 額 に つ い て 減 額 す る も の

です。  

詳細につきましては、事務局から説

明申し上げますので、よろしくご審議

のほどお願いいたします。  

○議長（安澤勝君） 続いて、事務局

からの詳細説明を求めます。総務課

長。  

○総務課長（中江淳展君） それでは、

議案第１号  令和元年度 (2019 年度 )
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彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計

補正予算につきまして、補正予算書お

よび概要によりまして、ご説明さしあ

げます。  

今回の補正につきましては、人件費

の 支 給 実 績 や 燃 料 費 お よ び 光 熱 水 費

などについて、使用実績をもとに精査

したこと、また、修繕や各種委託業務

において、入札等執行後の予算執行残

が生じたことなどから、全体として減

額 の 補 正 を お 願 い す る も の で ご ざ い

ます。  

それでは、補正予算書の１ページを

お開き願います。第１条第１項では、

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出そ

れぞれ 4,276 万 5 千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4

億 5,360 万 9 千円とするものでござ

います。第２条は繰越明許費について

定めているもの、第３条は債務負担行

為 の 補 正 に つ い て 定 め て い る も の で

ございます。  

 次に２ページ、第１表  歳入歳出予

算補正をお開きください。まず、歳入

でございますが、第１款  分担金及び

負担金、第２項  負担金は、 3,579 万

5 千円を減額し、 3 億 8,193 万 7 千円

とするもの。第２款  使用料及び手数

料、第１項  使用料は、 121 万 1 千円

を増額し、3,186 万 5 千円とするもの

でございます。第３款  国庫支出金、

第１項  国庫補助金は、818 万 1 千円

を減額し、1,682 万 2 千円とするもの

であります。  

 続いて、３ページをお願いいたしま

す。歳出でございますが、第１款  議

会費、第１項  議会費は、 1 万 4 千円

を増額し、43 万 7 千円とするもの、第

２款  衛生費、第１項  衛生管理費は、

220 万 4 千円を減額し、 1 億 5,837 万

6 千円とするもの。同じく、第２項  保

健衛生費は、 85 万 8 千円を減額し、

4,012 万 5 千円とするもの。同じく、

第３項  清掃費は、3,971 万 7 千円を

減額し、2 億 5,367 万 1 千円とするも

のでございます。  

したがいまして、歳入歳出合計とも

に、補正前の 4 億 9,637 万 4 千円から

4,276 万 5 千円を減額し、 4 億 5,360

万 9 千円とするものでございます。  

 続きまして、４ページをお開き願い

ます。第２表  繰越明許費でございま

すが、これは、埋立ごみ次期中継基地

の 整 備 地 と な る 地 元 自 治 会 と の 合 意

形成に時間を要したため、整備実施設

計 業 務 を 年 度 内 に 完 了 す る こ と が 困

難となり、予算の次年度繰越しをお願

いするものでございます。  

次に、５ページをお願いいたします。 

第 ３ 表  債 務 負 担 行 為 補 正 で ご ざ い

ますが、新ごみ処理施設の建設候補地

に 係 る 委 託 業 務 で あ る 環 境 影 響 評 価

業務ならびに施設整備・造成等基本設

計業務におきまして、入札が終わり事

業費が確定したことから、それぞれの

限 度 額 に つ い て 減 額 す る も の で ご ざ

います。  

次に、歳入、歳出それぞれの詳細な

内容につきましては、７ページから 14

ペ ー ジ の 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明
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細書により説明させていただきます。

なお、７ページ、８ページは総括でご

ざいます。  

 まず、歳入から説明させていただき

ますので、９ページをお開き願います。 

２  歳入につきましては、まず、第１

款  分担金及び負担金、第２項  負担

金、第１目  負担金の補正で、後ほど

説 明 い た し ま す 歳 出 の 補 正 に 伴 い ま

して、構成市町の運営費負担金 3,579

万 5 千円の減額をお願いするもので、

構 成 市 町 別 の 負 担 金 額 に つ き ま し て

は、説明欄に記載のとおりでございま

す。  

次に、10 ページをお開き願います。

第 ２ 款  使 用 料 及 び 手 数 料 、 第 １ 項  

使用料、第１目  衛生使用料は、当初

見 込 み よ り 紫 雲 苑 の 利 用 者 が 多 か っ

たため、斎場使用料 121 万 1 千円の増

額 補 正 を お 願 い す る も の で ご ざ い ま

す。  

続いて、11 ページをお願いいたしま

す。第３款  国庫支出金、第１項  国

庫補助金、第１目  衛生費国庫補助金

は、新ごみ処理施設建設候補地に係る

委託業務の事業費が確定し、国からの

循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金 の 額 が 確

定することに伴いまして、818 万 1 千

円 の 減 額 の 補 正 を お 願 い す る も の で

ございます。  

 次に、歳出の説明をさせていただき

ますので、 12 ページをお開き願いま

す。３  歳出、第１款  議会費、第１

項  議会費、第１目  議会費は、年度

内 に 新 た に 議 会 運 営 代 表 者 会 議 を 開

催する必要が生じたことから、旅費に

ついて、1 万 4 千円の増額補正をお願

いするものでございます。  

続いて、13 ページをお願いいたしま

す。第２款  衛生費、第１項  衛生管

理費、第１目  一般管理費は、職員の

時 間 外 勤 務 手 当 な ら び に 共 済 費 と 賃

金 を 実 績 に よ り 精 査 し た こ と に よ る

減額、修繕料において入札の結果、執

行 残 が 生 じ た こ と に よ る 需 用 費 の 減

額、地方自治法の改正に伴い、歳出科

目 に 変 更 が 生 じ る こ と か ら 財 務 会 計

シ ス テ ム の 改 修 が 必 要 に な っ た こ と

な ら び に 裁 判 の 終 結 に よ る 弁 護 士 費

用 が 必 要 に な っ た こ と に よ る 委 託 料

の増額、パソコン端末更新の入札執行

に よ り 備 品 購 入 費 に 執 行 残 が 生 じ た

ことによる減額によりまして、一般管

理費全体で、 73 万 4 千円の減額補正

をお願いするものでございます。  

次に、第２款  衛生費、第１項  衛

生管理費、第２目  財政調整基金積立

金は、平成 29 年９月に原町自治会な

ら び に 原 開 発 委 員 会 か ら 請 求 を 受 け

た ご み 処 理 施 設 の 候 補 地 選 定 に 係 る

審 査 請 求 を 却 下 し た こ と の 取 り 消 し

を 求 め る 裁 判 が 年 度 内 で 終 結 し た こ

とにより、弁護士費用を支出する必要

が生じたため、その財源として財政調

整 金 に 積 み 立 て を 予 定 し て い た 前 年

度繰越金を充てるため 147 万円の減

額 補 正 を お 願 い す る も の で ご ざ い ま

す。  

 続 い て 、 第 ２ 款  衛 生 費 、 第 ２ 項  

保健衛生費、第１目  斎場管理費は、
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紫雲苑において、電気、水道代の光熱

水費について、実績をもとに精査した

こと、また、入札執行に伴う委託料の

予算執行残が生じたことから、斎場管

理費全体で 85 万 8 千円の減額の補正

をお願いするものでございます。次に、

第２款  衛生費、第３項  清掃費、第

１目  投棄場管理費は、14 ページにわ

たりますが、中山投棄場において、需

用費、光熱水費は実績をもとに精査し

たこと、修繕料については入札結果に

より執行残が生じたことによる減額。

委 託 料 に お い て は 各 種 委 託 業 務 の 入

札 等 に よ る 予 算 執 行 残 が 生 じ た こ と

により減額するもので、特に大きなも

のとしましては、中山投棄場の跡地利

用計画策定業務で 366 万円の減額と

なっております。さらに、工事請負費

は 中 山 投 棄 場 管 理 棟 外 壁 塗 装 等 改 修

工 事 の 入 札 執 行 に よ り 執 行 残 が 生 じ

たことによりまして、投棄場管理費全

体で、1,468 万 8 千円の減額の補正を

お願いするものでございます。  

同じく 14 ページ、第２款  衛生費、

第３項  清掃費、第２目  塵芥焼却場

費は、委託料において新ごみ処理施設

整 備 に 向 け た 建 設 候 補 地 の 環 境 影 響

評価業務、施設整備・造成等基本設計

業務、地質調査業務、地歴調査業務、

地 形 測 量 調 査 業 務 の 五 つ の 業 務 委 託

に加え、中継基地整備実施設計業務に

ついて、入札等による執行残が生じた

ため、塵芥焼却場費全体で、 2,502 万

9 千円の減額補正をお願いするもので

ございます。従いまして、第２款  衛

生 費 の 第 ３ 項  清 掃 費 全 体 で 3,971

万 7 千円の減額補正をお願いするも

のでございます。  

次に、15 ページは、補正予算給与費

明細書でございまして、一般職の給料、

職員手当、共済費の内訳となっており

ます。なお、特別職の補正増減はござ

いません。  

 以 上 で 補 正 予 算 の ご 説 明 と さ せ て

いただきます。よろしくお願いいたし

ます。  

○議長（安澤勝君） これより、質疑

を行います。質疑の通告書が提出され

ておりませんので、質疑なしと認めま

す。以上で議案第１号に対する質疑を

終結いたします。  

 これより、討論を行います。討論は

ありませんか。獅山議員。  

○２番（獅山向洋君） この補正予算

書ですね、第３条の債務負担行為につ

いて、反対の討論をしておきたいと思

います。既に多数決によって建設候補

地 は 決 ま っ て い る わ け で ご ざ い ま す

けども、その時に私は反対討論で申し

上げたように、この建設候補地は西清

崎ですが、敷地全体がいわゆる浸水想

定区域になっておりますし、また、敷

地 の 北 西 側 に つ き ま し て は 土 砂 災 害

危険箇所、土石流危険渓流に指定され

ております。さらに、この敷地の候補

地 の 東 北 側 に も 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 箇

所が存在しております。しかも全体的

に、この敷地のほとんどが沖積層でご

ざいまして、厚さが 10ｍないし 15ｍ

と推定されておりますけれども、相当
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軟 弱 地 盤 で 対 策 も 必 要 で あ る と い う

ことでございます。そういう観点から

申し上げますとですね、いうならば多

数決でもってですね、災害を防止する

ことはできないわけです。やはり、こ

ういう土地の条件を明確にした上で、

今 後 ど う い う 災 害 が 起 こ る か と い う

こ と を 考 え て 本 来 決 め る べ き で あ っ

たと私は思っております。そういう観

点から、今後ですね、やはり現在の候

補地を前提とする限りですね、どうし

て も 危 険 性 が 非 常 に 大 き い と 考 え て

おりますので、やはりいろいろな予算

関 係 で 反 対 し て い か ざ る を 得 な い と

考えております。そういうことで、ま

ず こ の 補 正 予 算 の 債 務 負 担 行 為 に つ

いて反対いたしまして、また次の予算

についてもですね、反対いたしたいと

思っておりますので、そういう理由で

反対討論とさせていただきます。以上

です。  

○議長（安澤勝君） ほかに討論あり

ませんか。討論なしと認めます。  

 これより採決を行います。議案第１

号  令和元年度 (2019 年度 )彦根愛知

犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計 補 正 予 算

(第 ３ 号 )を 原 案 の と お り 決 す る こ と

に、ご異議がございますので、賛成の

方の起立を求めます。  

〔賛成者起立〕  

○議長（安澤勝君） ご着席ください。

起立多数であります。よって、議案第

１号  令和元年度 (2019 年度 )彦根愛

知 犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計 補 正 予

算 (第３号 )は、原案のとおり可決され

ました。  

日 程 第 ５  議 案 第 ２ 号  令 和 ２ 年 度

(2020 年度 )彦根愛知犬上広域行政組

合一般会計予算  

○議長（安澤勝君） 次に、日程第５、

議案第２号  令和２年度 (2020 年度 )

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計

予算を議題といたします。職員に議案

を朗読させます。  

〔高橋議会事務局副主幹朗読〕  

○議長（安澤勝君） 提案者の説明を

求めます。管理者。  

○管理者（大久保貴君）  それでは、

議案第２号  令和２年度 (2020 年度 )

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計

予算の概要につきまして、ご説明いた

します。  

予算総額は、歳入歳出それぞれ 5 億

4,468 万 6 千円とするもので、新ごみ

処理施設整備事業につきまして、各種

調 査 業 務 等 に 係 る 経 費 を 引 き 続 き 計

上するとともに、令和３年３月末をも

っ て 閉 鎖 と な る 中 山 投 棄 場 で の 中 継

基地に替わり、東近江市小八木町地先

に 所 在 す る 愛 知 郡 清 掃 セ ン タ ー で の

中 継 基 地 整 備 工 事 を 新 た に 計 上 し た

ことなどにより、前年度と比べ、 1 億

3,093 万 5 千円の増額となりました。 

予算の詳細につきましては、この後、

事務局から説明させますが、主なもの

としましては、紫雲苑において、経年

に よ る 火 葬 炉 設 備 の 修 繕 経 費 を 盛 り

込んだこと。また、中山投棄場関係で

は、中継基地として県外民間処理業者

の処分場に廃棄物を搬出し、処分する
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た め の 経 費 を 引 き 続 き 予 算 計 上 す る

とともに、中山投棄場中継基地事業が

終了することに伴い、新たに実施する

発生ガス・埋立地温度調査業務および

中 山 投 棄 場 閉 鎖 工 事 に 係 る 測 量 調 査

業 務 お よ び 実 施 設 計 業 務 を 計 上 さ せ

ていただきました。また、新ごみ処理

施設建設事業につきましては、前年度

か ら 継 続 し て 取 り 組 む 環 境 影 響 評 価

業務および施設整備・造成等基本設計

業務に係る経費を引き続き計上し、新

た に 用 地 測 量 調 査 業 務 の 経 費 を 計 上

いたしました。このほか、愛知郡清掃

セ ン タ ー で の 次 期 中 継 基 地 の 整 備 に

係る業務として、水質調査業務および

中 継 基 地 整 備 工 事 を 新 た に 計 上 さ せ

ていただきました。  

以上が、新年度予算の概要でありま

す。非常に厳しい財政状況下ではござ

いますが、当組合の運営につきまして

は、各構成市町のご理解をいただきな

がら、住民サービスの向上に努めてま

いります。どうかよろしくご審議を賜

りますようお願いいたします。  

○議長（安澤勝君） 続いて、事務局

からの詳 細 説 明 を 求 め ま す 。総務課

長。  

○総務課長（中江淳展君） それでは、

議案第２号  令和２年度 (2020 年度 )

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計

予算につきまして、予算書と別添の予

算案の概要により、ご説明をさせてい

ただきます。  

それでは、令和２年度 (2020 年度 )一

般 会 計 予 算 書 の １ ペ ー ジ を お 開 き 願

います。提出議案でございまして、歳

入歳出予算の総額は、それぞれ 5 億

4,468 万 6 千円と定めるものでござい

ます。新年度予算に計上いたしました

主なものにつきまして、歳入歳出予算

事 項 別 明 細 書 で ご 説 明 い た し ま す の

で、５ページ、６ページをお開き願い

ます。歳入、歳出の総括となっており

ます。続きまして、７ページをご覧願

います。歳入からご説明いたします。

まず、第１款  分担金及び負担金、第

２項  負担金、第１目  負担金、第１

節  市町負担金、4 億 7,159 万 4 千円

は、組合の運営管理費を構成団体にご

負担願うものでございます。負担方法

は、均等割 20％、人口割 80％の割合

で、平成 27 年の国勢調査人口で按分

した金額で計算しております。内訳は

説明欄に記載のとおりでありますが、

前年度に比べまして、9,166 万 7 千円

の増額となっております。  

 次に、８ページをお開き願います。 

第 ２ 款  使 用 料 及 び 手 数 料 、 第 １ 項  

使用料、第１目  衛生使用料で、第１

節  斎場使用料 3,900 万 5 千円は、紫

雲苑の使用料で、前年度の実績と使用

料の改正を見込んで積算した結果、前

年度より 997 万 5 千円の増額となっ

ております。  

次に、９ページをご覧願います。同

じく第２節  投棄場使用料 186 万 4 千

円は、中山投棄場の使用料で、前年度

より 24 万円の増額となっております。

これについては、前年度の実績をもと

に積算しております。  
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続いて、 10 ページをお開き願いま

す。第３款  国庫支出金、第１項  国

庫補助金、第１目  衛生費国庫補助金

でございますが、循環型社会形成推進

交付金 2,239 万 2 千円でございまし

て、国の交付金対象となっております

業務のうち、新ごみ処理施設整備に係

る環境影響評価業務、施設整備・造成

等基本設計業務、用地測量調査業務に

おいて、補助率３分の１で積算し、予

算計上いたしております。こちらは、

後 ほ ど 歳 出 予 算 で ご 説 明 い た し ま す

が、建設推進室所管の塵芥焼却場費の

委託料に対応するものでございます。 

次に、11 ページをご覧ください。第

４款  財産収入でございまして、利子

及 び 配 当 金 は 記 載 の と お り で ご ざ い

ます。なお、基金利率は 0.04％で、斎

場施設整備基金のみ、金額が少額であ

るため 0.01％で運用しております。  

続いて、 12 ページをお開き願いま

す。第５款  繰入金、第１項  基金繰

入金のうち、第１目  財政調整基金繰

入金は、当組合で使用しております財

務 会 計 シ ス テ ム 等 の 更 新 が 必 要 な た

め、その費用について財政調整基金か

ら 671 万円取崩し繰入れするもので

す。同じく第４目  退職手当基金繰入

金は存目措置として 1 千円を計上い

たしておりまして、前年度と同額でご

ざいます。  

続いて、13 ページをご覧ください。  

第６款  繰越金、第１項  繰越金、第

１目  繰越金は、前年度と同様 300 万

円でございます。  

続きまして、14 ページをお開き願い

ます。第７款  諸収入でございまして、

そ れ ぞ れ 記 載 の と お り で ご ざ い ま す

が、諸収入のうち第２項  雑入、第２

目  雑 入 は 前 年 度 ま で は 紫 雲 苑 の 骨

箱売却収入、紫雲苑設置の自動販売機

売 上 手 数 料 と 共 済 サ ー ビ ス の 事 務 手

数料を計上しておりましたが、このう

ち 骨 箱 販 売 の ニ ー ズ が 無 く な り ま し

たことから、それを反映し前年度より

1 万 4 千円の減額でございます。  

以 上 で 歳 入 予 算 の 説 明 と さ せ て い

ただきます。  

 次に、歳出をご説明いたしますので、

15 ページをご覧ください。時間の関係

もございますので、主なものについて

説明させていただきます。  

まず、第１款  議会費は、組合議会

の運営に係る経費でございまして、予

算額は、42 万 3 千円で、議会の運営に

関 す る 協 議 ま た は 調 整 を 行 う た め の

議会運営代表者会議を、年度内４回開

催 す る 旅 費 を 新 た に 計 上 し た こ と 等

により、前年度に比べ 7 万 8 千円の増

額となっております。  

次に 16 ページをお開き願います。

第２款  衛生費、第１項  衛生管理費、

第１目  一般管理費は、18 ページにわ

たりますが、組合職員の給料、職員手

当等の人件費をはじめ、組合全般の事

務的業務に係る経費でございまして、

予算額は 1 億 6,967 万 4 千円で、会計

年 度 任 用 職 員 の 人 件 費 を 見 込 ん だ こ

と、財務会計システムの更新に係る費

用を見込んだこと等により、前年度に
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比べ、1,992 万 2 千円の増額となって

おります。内訳でございますが、第１

節  報酬 194 万 7 千円につきまして

は、説明欄に記載の委員報酬に加えて、

令和 2 年度から会計年度任用職員と

し て 紫 雲 苑 に お い て パ ー ト タ イ ム で

雇用する職員の報酬 169 万 3 千円を

計上したため、その額が増額となって

おります。第２節  給料 6,805 万 5 千

円につきましては、派遣職員８名、プ

ロ パ ー 職 員 ７ 名 分 の 給 料 と 令 和 ２ 年

度から会計年度任用職員として、総務

課、中山投棄場、建設推進室において

フ ル タ イ ム で 雇 用 す る 職 員 ４ 名 分 の

給料で、前年度より 160 万 7 千円の増

額となっております。第３節  職員手

当等は、 5,609 万 3 千円で、会計年度

任 用 職 員 に 係 る 職 員 手 当 等 を 見 込 ん

だため、前年度より 1,049 万 7 千円の

増額となっております。第４節  共済

費は、 2,555 万 8 千円で、会計年度任

用職員に係る共済費を見込んだため、

前年度より 340 万 1 千円の増額とな

っております。ただいま、ご説明した

と お り 令 和 ２ 年 度 予 算 で は 会 計 年 度

任 用 職 員 の 雇 用 に 係 る 予 算 を 計 上 い

たしました一方で、前年度 1,492 万 6

千 円 計 上 し て お り ま し た 臨 時 職 員 の

雇 用 に 係 る 第 ７ 節  賃 金 は 令 和 ２ 年

度は皆減となっております。  

続いて 17 ページをご覧ください。

第８節  旅費は、11 万 7 千円で、6 万

8 千円の増額となっております。これ

は、パートタイムで雇用する会計年度

任用職員の通勤に係る費用 7 万 4 千

円 を 新 た に 見 込 ん だ こ と 等 に よ る も

のでございます。第 10 節  需用費は

77 万円で、前年度は電話主装置更新に

係る修繕料を計上しておりましたが、

令 和 ２ 年 度 は 予 め 必 要 と 思 わ れ る 大

きな修繕が無いため、需用費全体で前

年度より 80 万 3 千円の減額となって

おります。第 12 節  委託料は、671 万

8 千円で、前年度より 294 万 5 千円の

増額となっております。内訳は説明欄

のとおりでございますが、財務会計シ

ス テ ム の 更 新 に 係 る 委 託 料 を 増 額 し

ております。  

次に 18 ページをお開き願います。

第 17 節  備品購入費は、330 万円で、

前年度より 18 万 9 千円の減額となっ

ております。第 18 節  負担金、補助

及び交付金は、 498 万 7 千円で、 132

万 3 千円の増額となっております。こ

れは、現時点では各市町からの派遣職

員 を 全 て 正 規 職 員 で 見 込 ん で い る こ

とにより、退職手当金負担金が増とな

ったためでございます。次に、第２目  

財政調整基金積立金、第３目  投棄場

重 機 ・ 施 設 整 備 基 金 積 立 金 、 第 ４ 目  

斎場施設整備基金積立金は、各基金の

利 子 を 積 み 立 て す る も の で ご ざ い ま

す。大口定期預金の利率の低下を反映

したものになっております。また、第

５目  退職手当基金積立金 351 万 1 千

円は、基金利子の積み立てと、プロパ

ー 職 員 の 給 料 を 滋 賀 県 市 町 退 職 手 当

組 合 が 定 め て お り ま す 率 で 積 み 立 て

するもので、前年度より、15 万 4 千円

の増額となっております。  
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続きまして、19 ページをご覧願いま

す。第２項  保健衛生費、第１目  斎

場管理費は、火葬場紫雲苑の運営およ

び 維 持 管 理 に 要 す る 経 費 で ご ざ い ま

して、予算額としましては、 3,746 万

7 千円で、需用費の減少等により、前

年度に比べまして、全体で 351 万 6 千

円の減額となっております。第 10 節  

需要費のうち、燃料費 927 万 4 千円

は、火葬用燃料の灯油代、公用車ガソ

リン代で、前年度より、61 万 8 千円の

増額となっております。これは、燃料

単 価 の 上 昇 お よ び 前 年 度 実 績 を も と

に積算したものでございます。同じく、

光熱水費 715 万円は、電気代および水

道代で、前年度の実績値等をもとに積

算しました結果、 61 万 4 千円の減額

となりました。同じく、修繕料 695 万

2 千円は、適切な維持管理を行うため

の 修 繕 計 画 に 基 づ き 行 っ て お り ま す

火 葬 炉 の 修 繕 料 が 大 部 分 を 占 め ま す

が、令和２年度に必要な額が前年度よ

り少額となったため、459 万 6 千円の

減額となりました。第 12 節  委託料

は、 1,198 万 9 千円で、説明欄に記載

しておりますとおり、電気工作物保安

管理委託業務等 13 件の委託業務に係

る経費でございます。そのうち、高所

ガラス清掃委託業務は、新たに計上し

たもので、また、他の委託業務も消費

税率の上昇等によりまして、前年度と

比べ、 56 万 4 千円の増額となってお

ります。第 13 節  使用料および賃借

料は、42 万 5 千円で、デジタル複合機

等のリース料に加えて、老朽化した公

用 自 動 車 を リ ー ス に よ り 更 新 す る 費

用を見込んだことなどにより 27 万 6

千円の増額となっております。続きま

して、20 ページをお開き願います。第

17 節  備品購入費は、19 万 5 千円で、

利 用 者 の 利 便 性 向 上 の た め の 和 室 用

いすや、施設の清掃作業用として高圧

洗浄機を購入しようとするもので、12

万 5 千円の増額となっております。  

 次に、第３項  清掃費、第１目  投

棄場管理費は、中山投棄場の運営およ

び 日 夏 投 棄 場 を 併 せ た 施 設 の 維 持 管

理に要する経費でございまして、予算

額としましては、1 億 7,416 万 5 千円

で、需用費と委託料が減額となったこ

とが主な原因で、前年度に比べまして、

全体で 3,161 万 1 千円の減額となっ

ております。第１節  報酬 558 万 5 千

円は、令和２年度から会計年度任用職

員 と し て パ ー ト タ イ ム で 雇 用 す る 中

山 投 棄 場 の ご み 搬 入 物 検 査 員 と 日 直

員の報酬で皆増となります。一方、本

予算書には記載されておりませんが、

前年度予算の第７節  賃金 552 万 5 千

円 に つ き ま し て は 皆 減 と な っ て お り

ます。第４節  共済費 33 万円は、搬

入物検査員と日直員の労災保険料と、

新たに計上した雇用保険、社会保険等

の負担金で、前年度より 25 万 8 千円

の増額となっております。第７節  報

償費 341 万 6 千円は、中山投棄場建設

時 に お け る 地 元 と の 覚 書 等 に よ り ま

して、鳥居本学区自治連合会、中山町

中 山 自 治 会 に 支 払 う 環 境 保 全 対 策 金

お よ び 日 夏 投 棄 場 に 係 る 三 津 屋 町 農
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業 組 合 に 支 払 う 河 川 清 掃 協 力 感 謝 金

で、前年度と同額を計上いたしており

ます。第 10 節  需用費のうち、光熱

水費は 381 万円で中山投棄場と日夏

投棄場の浸出水処理施設に係る電気、

水道代ですが、精査を行い前年度より、

72 万円の減額となりました。また、修

繕料 1,280 万 9 千円は、公用車の車検

費用、重機の点検整備、浸出水処理施

設設備等の修繕で、前年度より、1,905

万 2 千円の減額となりました。これは、

前 年 度 に 中 山 投 棄 場 内 の 浸 出 水 処 理

設 備 に お い て 大 規 模 修 繕 が 必 要 で あ

ったことによるものでございます。続

いて 21 ページをご覧ください。第 12

節  委託料は、 22 ページに渡ります

が、1 億 4,192 万円を計上いたしてお

ります。説明欄に記載しておりますと

おり、中山、日夏両投棄場の浸出水処

理施設の維持管理、投棄場施設内設備

の法定点検と施設管理、法令と公害防

止 協 定 に 基 づ く 水 質 検 査 等 の 業 務 委

託のほか、一般廃棄物の県外搬出処分

に係る委託業務費など計 22 業務を予

算計上しております。前年度計上して

い た 中 山 投 棄 場 跡 地 利 用 計 画 策 定 業

務、トラックスケール点検整備および

代 行 検 査 業 務 お よ び そ の プ ロ グ ラ ム

変更委託業務、中山投棄場管理棟外壁

塗 装 等 改 修 工 事 実 施 設 計 委 託 業 務 が

減った一方で、今年度は中山投棄場閉

鎖に係る、発生ガス・埋立地温度調査

委託業務、新たな中継基地となる愛知

郡 清 掃 セ ン タ ー へ の 事 務 所 移 転 作 業

委託業務、中山投棄場閉鎖工事に係る

測 量 調 査 お よ び 実 施 設 計 委 託 業 務 を

新たに計上しており、委託料全体とい

たしましては、前年度と比べまして、

1,006 万 6 千円の増額となっておりま

す。第 18 節  負担金、補助及び交付

金 238 万円は、県廃棄物適正管理協議

会負担金と、中継基地事業に伴う廃棄

物の県外搬出に伴い、受入れ先の三重

県 伊 賀 市 に 対 す る 環 境 保 全 負 担 金 で

ございまして、前年度と同額となって

おります。  

 次に、第２目  塵芥焼却場費は、新

ご み 処 理 施 設 建 設 に 向 け て 取 り 組 む

事 業 な ら び に 中 山 投 棄 場 閉 鎖 後 に 使

用する、愛知郡清掃センターでの中継

基 地 の 建 設 に 要 す る 経 費 で ご ざ い ま

して、予算額としましては、1 億 5,838

万 1 千円で、前年度と比べ、1 億 4,593

万 5 千円の増額となっております。な

お、歳入予算でもご説明いたしました

が、新ごみ処理施設建設に係る業務に

対し、国庫支出金であります循環型社

会形成推進交付金 2,239 万 2 千円を

特定財源として見込んでおります。内

訳としましては、第７節  報償費 37

万 8 千円と、第 8 節  旅費のうち、費

用弁償 5 万 6 千円は、今年度からお願

いするもので、新たに組織する新ごみ

処 理 施 設 連 絡 協 議 会 の 開 催 に 必 要 と

するものです。続いて、23 ページをご

覧ください。第 11 節  役務費 14 万 7

千円でございますが、前年度と比べま

して、 11 万 1 千円の増額となってお

ります。これについては、新ごみ処理

施設整備において、切手代である通信
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運搬費を 5,000 円増額したことと、建

設 候 補 地 に 存 す る 相 続 放 棄 さ れ た 土

地への対策に要するものです。第 12

節  委託料 6,766 万 3 千円でござい

ますが、新ごみ処理施設候補地に係る

環境影響評価、施設整備・造成等基本

設計、用地測量調査業務および次期中

継 基 地 整 備 に 係 る 水 質 等 調 査 業 務 の

委託料となっており、前年度と比べま

して、5,597 万 7 千円の増額となって

おります。第 13 節  使用料及び賃借

料 20 万 2 千円でございますが、公用

自動車のリース料に加えて、先進地視

察 に 係 る 有 料 道 路 使 用 料 を 新 た に お

願いするため、前年度と比べまして、

1 万 1 千円の増額となっております。

第 14 節  工事請負費 8,896 万 1 千円

でございますが、愛知郡清掃センター

での中継基地整備に係るもので、今年

度 新 た に お 願 い す る も の で ご ざ い ま

す。第 17 節  備品購入費 43 万円でご

ざいますが、愛知郡清掃センターでの

中 継 基 地 稼 働 に 必 要 な 備 品 購 入 に 係

るもので、今年度新たにお願いするも

のです。  

最後に 24 ページをお開き願います。 

第４款  予備費につきまして、前年度

と同額の 100 万円を計上しておりま

す。  

以上で、令和２年度当初予算の説明

を終わらせていただきます。よろしく

お願いいたします。  

○議長（安澤勝君） これより、質疑

を行います。質疑の通告書が提出され

ておりますので、発言を許します。一

括質疑、一括答弁ですので、質疑は一

括でお願いします。  

６番  西澤伸明君。  

○６番（西澤伸明君） 標題１につい

ては、令和２年度の一般会計歳入の部  

目  負担金、節  市町負担金について

であります。負担割合に関しまして、

以前から申しておりますように、均等

割２割、人口割８割と定めていること

については、不公平を生じるもととな

っています。改めるべきと考えます。

均等割２割としていることで、負担額

を 人 口 １ 人 当 た り に 換 算 し ま す と 彦

根市１に対して甲良町、豊郷町、多賀

町 は ２ と な り 対 等 平 等 の 原 則 に 反 す

るものと考えます。人口がどんどん減

少 す る 我 が 甲 良 町 に と っ て は 不 公 平

がさらに拡大することになります。以

前からも提案しているように、負担割

合の全てを人口割にするか、少なくと

も 均 等 割 １ 割 に す れ ば 不 公 平 は 緩 和

されます。管理者会において真剣な検

討をすべきと考えますが、見解を求め

ます。  

二つ目は、均等割２割とする根拠・

理由は何かということです。合理的な

根拠があるのかどうか。どのような経

過があったのか説明ください。  

標題２については、同じく令和２年

度 一 般 会 計 の 歳 出 の 部  款  ２ 衛 生

費、目  塵芥償却費、節  報償費につ

いてであります。一つ目は新ごみ処理

施設連絡協議会委員報酬に関して、当

委員会の設置目的、委員対象等を書面

に て 提 出 す る 必 要 が あ る と 考 え ま す
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がいかがですか。  

二 つ 目 に 新 ご み 処 理 施 設 が 完 成 し

た 後 の 情 報 交 換 と い う 説 明 が 全 員 協

議会でありましたが、そこにとどまら

ず、施設建設のプロセスの段階から当

委員会を稼働させ周辺住民の意見・要

望 を 十 分 に 反 映 し た 施 設 建 設 そ し て

運 営 と す る こ と が 求 め ら れ て い る と

考えます。見解を求めます。  

三つ目は、当委員には市町民・地元

住 民 か ら ４ 名 以 上 が 選 出 さ れ る こ と

が大切だと考えています。しかもそれ

は、公募によって選出されるようにす

べ き だ と 考 え ま す が 見 解 を 求 め る も

のです  

○議長（安澤勝君）  総務課長。  

○総務課長（中江淳展君） まず、標

題 １ の 要 旨 １ に つ い て お 答 え い た し

ます。負担割合につきましては、組合

規約第 12 条の組合の経費において、

１  火 葬 場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す

る 経 費 は 、 均 等 割 お よ び 人 口 割 。 ２  

最 終 処 分 場 の 設 置 お よ び 管 理 運 営 に

関する経費は、均等割および人口割。

３  新 し い ご み 処 理 施 設 の 設 置 に 関

す る 経 費 は 均 等 割 お よ び 人 口 割 。 ４  

新 し い ご み 処 理 施 設 の 管 理 運 営 に 関

する経費は、均等割・人口割および利

用割と規定しております。また、その

割合については、平成 12 年 11 月に彦

根 犬 上 広 域 斎 場 管 理 組 合 と 彦 根 犬 上

広 域 廃 棄 物 投 棄 場 管 理 組 合 と の 合 併

により、当組合が設立された際に組合

議会臨時会において平成 12 年組合条

例第 29 号として、彦根愛知犬上広域

行 政 組 合 負 担 金 に 関 す る 条 例 が 定 め

ら れ 同 条 例 第 １ 条 に お い て 負 担 金 の

割 合 は 合 併 元 組 合 で の 取 扱 い 等 ふ ま

え、均等割 20％、人口割 80％とする

ことが規定されております。なお、同

条 例 の 規 定 に 基 づ い た 取 扱 い に つ い

ては、それまでの組合議会での議論等

をふまえ、紫雲苑の改築の際、平成 26

年 １ 月 に 開 催 い た し ま し た 財 政 担 当

課 長 会 議 お よ び 主 管 課 長 会 議 に お い

て議論されまして、その後の管理者会

議 に お い て 現 行 の 負 担 割 合 と す る こ

と で 了 承 を 得 て お り ま す こ と か ら 妥

当であると考えております。  

 続きまして、標題１の要旨 2 につい

てお答えいたします。負担割合等の根

拠につきましては、先ほども答弁させ

ていただきましたとおり、算出方法に

つ い て は 彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合

規 約 に よ り 均 等 割 と 人 口 割 に よ り 行

うこと。また、その割合については彦

根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 負 担 金 に 関

する条例において均等割 20％、人口割

80％ と す る こ と が 規 定 さ れ て お り ま

す。このため同条例の規定に基づいて

行っているものでございます。また、

当 組 合 の よ う に 均 等 割 と 人 口 割 の 組

合せによる算定の手法は、他の多くの

一 部 事 務 組 合 で も 採 用 さ れ て い る 手

法 で 近 隣 の 一 部 事 務 組 合 で あ る 湖 東

広 域 衛 生 管 理 組 合 や 愛 知 郡 広 域 行 政

組 合 で も 採 用 さ れ て い る も の で ご ざ

います。以上のとおり当組合の分担金

お よ び 負 担 金 の 算 出 方 法 に つ き ま し

ては、議会でのご議決をいただいた条
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例 に 基 づ く も の で 他 団 体 の 状 況 を ふ

ま え ま し て も 合 理 的 な も の で あ る と

考えております。  

○議長（安澤勝君）  建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） それ

で は 私 か ら 標 題 ２ に つ い て お 答 え い

たします。まず要旨１についてでござ

いますが、仮称彦根愛知犬上地域新ご

み 処 理 施 設 整 備 連 絡 協 議 会 に つ き ま

しては、彦根市清崎町、西清崎に計画

し て い る 新 ご み 処 理 施 設 の 整 備 に 関

し て 地 元 お よ び 周 辺 住 民 と 組 合 と が

双方の理解を深め、情報の共有や意見

交 換 を 行 う こ と で 候 補 地 を 含 め た 地

域環境の保全、地域住民の安全安心を

確保し、もって新ごみ処理施設の円滑

な 整 備 を 実 現 す る こ と を 目 的 と し て

設置を考えているものでございます。

議 員 が お っ し ゃ る よ う に 目 的 や 委 員

を 定 め た 設 置 要 綱 を で き る だ け 早 い

時期に制定する予定でございますが、

まずは地域の代表者、連合自治会が複

数ございますので、そちらの代表者の

方 々 に 相 談 し ご 意 見 を ち ょ う だ い し

た 上 で の 制 定 を 目 指 し て お り ま す の

でご理解をお願いいたします。なお、

設置要綱につきましては、議会の承認

を求めるものではございませんが、全

員 協 議 会 等 で 書 面 に よ り ご 報 告 し た

いと考えております。  

次 に 要 旨 ２ に つ い て で ご ざ い ま す

が、議員ご指摘のとおり連絡協議会に

つきましては、施設建設に向けたプロ

セスの段階から周辺住民のご意見、ご

要 望 を 十 分 に 反 映 さ せ る べ く 設 置 す

ものでございます。なお施設が完成し

た後につきましては、連絡協議会と同

じ 組 織 か ど う か 否 か は 現 状 で は お 答

えしかねますが、現在の彦根市の清掃

セ ン タ ー な ど と 同 様 に 地 元 の 方 々 と

の 連 絡 調 整 の 機 会 は 必 要 で あ る と 考

えております。  

次 に 要 旨 ３ に つ い て お 答 え い た し

ます。連絡協議会の委員につきまして

は、建設候補地である西清崎町自治会、

隣 接 す る 自 治 会 お よ び 周 辺 小 学 校 区

に お け る 連 合 自 治 会 か ら 推 薦 の あ っ

た自治会の方、彦根市で環境保全に取

り 組 ん で お ら れ る 団 体 の 方 な ど に 就

任 を お 願 い し た い と 考 え て お り ま し

て、住民代表の委員としては４名以上

になってくるものと考えております。

連 絡 協 議 会 で ご 検 討 い た だ い た 内 容

につきましては、適宜、当組合議会で

ご報告させていただくとともに、議員

の 皆 様 か ら ち ょ う だ い し ま す ご 意 見

を 連 絡 協 議 会 に お 伝 え し て い き た い

と考えております。また、連絡協議会

以 外 で も 環 境 影 響 評 価 な ど を 通 じ ま

し て 地 元 住 民 か ら の 意 見 聴 取 の 機 会

を創出してまいりますし、構成市町に

お 住 ま い の 方 に 対 し ま し て も 広 報 や

ホ ー ム ペ ー ジ で 事 業 の 進 捗 に つ い て

情 報 発 信 を 行 っ て ま い り た い と 考 え

ておりますので、ご理解を賜りますよ

うお願いいたします。  

○議長（安澤勝君）  西澤議員。  

○６番（西澤伸明君） まず標題１の

件ですけども、合併によってですね議

会にて議決をされた、それから他団体
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と の 均 衡 を 考 え て と い う こ と で あ り

ました。私が求めていますのは、要旨

２のところの２割とする根拠ですね。

こ れ が ど う い う 理 由 で 議 決 を さ れ た

のか、どういう理由があったのかとい

うことを求めています。例えば水道加

入料やそれから電話の加入、今は無い

ようですけども、そういう点ではベー

シ ッ ク な 設 備 を 分 担 を す る と い う 意

味で高い金額が設定されていました。

ですから、均等割が高い分ベーシック

の 分 を そ の 小 さ な 自 治 体 が 負 担 す る

ようになります。運営費を対等に分担

をしていくということですから、一番

合理的なのは人口割、それから新ごみ

処 理 施 設 の 運 営 に つ い て は 先 ほ ど 答

弁 が あ り ま し た よ う に 利 用 割 合 で す

ね。ごみの搬出量割合にするというの

は合理的なところだと思います。しか

し、人口割の２割としたことについて、

先 ほ ど も 最 初 の 質 問 で い い ま し た よ

うに、彦根市１に対して三町が２以上

になるんですよね。そういう点でもこ

れ は 解 消 す べ き だ と い う よ う に 思 い

ます。つまり基礎的な施設をその市町

が 負 担 す る と い う 意 味 合 い で は あ り

ません。確かに新しい施設を作る場合

に、そのベーシックな分をそれぞれが

負 担 を す る と い う の も あ り 得 る こ と

ですけども、運営費の分についてこう

いう負担割をしていくのは、以前の決

議 そ の も の を 見 直 す と い う こ と が 必

要 だ と い う よ う に 思 い ま す の で 改 め

て見解を求めます。  

それから、標題２のところですね。 

要旨３のところなんですけども、推薦

の 方 そ れ か ら 市 が お 願 い を す る 方 と

いいましたけども、やはり公募も一つ

入 れ る と い う の が 必 要 だ と い う よ う

に思います。当初から 15 名ですかね、

説明がありました。その中に住民代表

がおられますが、公募によるそういう

ご み 問 題 を し っ か り と 考 え て や ろ う

と い う 意 思 の 人 を 委 員 に 入 れ て い く

というのも大事なところですし、反対

賛成それぞれ地域の問題もあります。

し か し ご み 問 題 を や は り 真 剣 に 考 え

て や ろ う と い う 委 員 会 と し て 建 設 の

プ ロ セ ス の 段 階 か ら 設 置 を し 稼 働 し

ていくということから考えると、そう

い う こ と も 一 つ 視 野 に 入 れ る 必 要 が

あ る の で は な い か と い う よ う に 思 い

ますので、再度見解を求めたいと思い

ます。  

○議長（安澤勝君）  総務課長。  

○総務課長（中江淳展君） 失礼いた

します。標題１の要旨２に関する再質

疑にお答えいたします。まず、均等割

の採用に関しましては、各構成市町の

人 口 規 模 や 利 用 料 に か か わ ら ず 平 等

共 通 に 負 担 す べ き 基 礎 的 な 経 費 が 発

生することや、構成市町が等しく事業

に参加していることをふまえれば、社

会 通 念 上 適 正 な も の で あ る と 解 釈 し

ております。以前に議決に至った際の

前 段 で 財 政 担 当 課 長 会 議 お よ び 主 管

課 長 会 議 を 行 い ま し て と い う ご 答 弁

を先ほどいたしましたが、その当時の

資 料 で 均 等 割 に 関 し ま す 検 討 結 果 と

い う も の の 資 料 を 調 査 し ま し た と こ
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ろ、均等割につきまして、人件費など

計上できない経費については、構成市

町 の 発 言 権 を 担 保 す る 上 で も 均 等 に

負担することが必要であり、近隣の組

合 に お い て も 均 等 割 を 採 用 し て い る

こ と な ど か ら 均 等 割 は 必 要 で あ る と

い う 意 見 が 採 用 さ れ た も の と 思 わ れ

ます。また、20％の率については、不

公平と言われますが、その当時のとき

に均等割 20％の妥当性については、会

議時の過去３年間、この３年間という

の は 正 確 に 何 年 度 と い う の は 分 か ら

ないのですが、平成 26 年の１月に財

政 担 当 課 長 会 議 と 主 管 課 長 会 議 が 開

催されておりますが、過去３年間の経

常 経 費 の 中 に 占 め る 人 件 費 の 割 合 が

当時平均で 25.6％であったことから、

20％ の 均 等 割 は 妥 当 で あ る と い う よ

うな見解となったものと思われます。

以上でございます。  

○議長（安澤勝君）  建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） 議員

に 今 ご 指 摘 い た だ き ま し た 公 募 委 員

につきましては、これから連合自治会

の代表者の方と、この連絡協議会の中

の 委 員 に つ い て ご 相 談 を さ せ て い た

だくということになりますので、この

公 募 委 員 も 彦 根 市 か ら だ け と す る の

か、四町の住民の方からも公募をして

協 議 会 の 中 に 入 っ て い た だ く の か も

含 め ま し て 協 議 し て い き た い と い う

ふ う に 考 え て お り ま す の で ご 理 解 い

ただきますようお願い致します。  

○議長（安澤勝君）  西澤議員。  

○６番（西澤伸明君） 標題１のとこ

ろですけども、これは検討結果の報告

書があるようですけど、これを見させ

て い た だ く と い う こ と を 一 つ お 願 い

したいと思います。  

それと、やはり１対２以下にすると

い う の は 大 事 な こ と だ と い う よ う に

思います。均等割１割であっても、い

ま答弁がありました人権費の負担、そ

れ か ら 基 礎 的 運 営 費 の 負 担 と い う 点

では、その役割を果たせるというふう

に思いますので、その１対２以下に均

等 割 を １ 割 に し ま す と １ 対 ２ 以 下 に

なるんですよね。そういう点でも再度

の 検 討 は 必 要 だ と い う よ う に 思 い ま

す の で 改 め て 検 討 し 直 し て い た だ き

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安澤勝君）  総務課長。  

○総務課長（中江淳展君） まず最初

に ご 質 問 い た だ き ま し た 財 政 担 当 課

長 会 議 お よ び 主 管 課 長 会 議 の 報 告 書

につきましては、申請いただきご覧い

ただきたいと思います。  

それと、均等割で不公平な２割でな

く １ 割 で と い う ご 質 問 で ご ざ い ま す

が、事業費を人口で案分いたしますと、

人口規模の小さい自治体ほど、人口１

人 当 た り の 負 担 金 額 が 高 く な る と い

うことは認識しておりますが、例えば、

当 組 合 の 事 業 の 一 つ で あ る 斎 場 紫 雲

苑の事業で例として考えますと、構成

団 体 の 状 況 か ら 人 口 の 少 な い 自 治 体

ほ ど 高 齢 化 し て い る 傾 向 が あ る こ と

から、人口１人当たりの斎場の使用率

は 逆 に 高 く な っ て く る と い う こ と に

なります。反対に比較的高齢化の進行
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が 緩 い 自 治 体 に お き ま し て は 斎 場 の

使 用 率 は 低 く な る と い う 面 も あ り ま

す。そういった面から考えますと、一

概に人口から負担金額の公平・平等に

つ い て 判 断 す る こ と が 必 ず し も 適 切

ではなく、多角的に判断する必要があ

ると考えておりますので、ご理解いた

だきますようお願いいたします。  

○議長（安澤勝君） 以上で、事前に

通 告 の あ っ た 質 疑 が 終 了 し ま し た の

で、議案第２号に対する質疑を終結い

たします。  

 これより、討論を行います。討論は、

ありませんか。  

（「あり」と呼ぶ者あり）  

○議長（安澤勝君） では、暫時休憩

をいたしまして、討論の発言順位を決

めさせていただきます。  

 暫時休憩いたします。  

 

〔午後 2 時 55 分休憩〕  

 

〔午後 3 時 00 分再開〕  

 

○議長（安澤勝君） 休憩前に引き続

き会議を開きます。討論を行います。

その順位は、２番  獅山向洋君、６番  

西澤伸明君の順とし発言を許します。 

２番  獅山向洋君。  

○２番（獅山向洋君） 一般会計予算

議 案 第 ２ 号 に つ い て 反 対 討 論 を い た

します。反対の趣旨は、議案第１号の

補 正 予 算 で 申 し 上 げ た 内 容 と 同 じ で

ございます。今回新しいごみ処理施設

につきましては、西清崎町になったわ

けでございますけども、先ほど申し上

げたような内容でですね、要するに西

清崎町の候補地は、沖積層で軟弱地盤

であるということ。それから浸水想定

区域になっているということ。さらに

土 砂 災 害 危 険 箇 所 あ る い は 急 傾 斜 地

崩 壊 危 険 箇 所 に 隣 接 し て い る わ け で

ございまして、そういう意味で適地と

は言い難いと私は考えております。本

来、多数決で決まったならば、その多

数 決 に 従 う べ き だ と 思 い ま す け れ ど

も、このように地理的な条件は多数決

で決まるはずがございません。しかも

ですね、地球温暖化が原因と言われて

お り ま す け ど 気 候 変 動 が 非 常 に 激 し

くなっている時にですね、わざわざこ

の よ う な 地 理 的 条 件 の と こ ろ を 選 ぶ

ということは、多数決の問題ではない

と私は思っております。そういう意味

で今後も反対していきますので、ご理

解いただきたいと思います。  

 それともう一点。これは、いま西澤

議 員 の 方 か ら 出 さ れ た 問 題 で ご ざ い

ますけれども、これについては、私は

西 澤 議 員 の お っ し ゃ て い る こ と が 理

屈に合っていると思っております。私

が 管 理 者 し て い た と き も 非 公 式 に 町

長さんに、どうもこれは彦根市があま

り に も 有 利 に な り す ぎ て い る の じ ゃ

ないかと、この点についてどう考えて

い る か と い う よ う な こ と も お 聞 き し

たこともございます。ただこれは、何

と い う か 一 つ の 町 で あ る と い う プ ラ

イ ド み た い な も の で 均 等 割 と い う の

が決まっているようでございまして、
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逆 に 言 え ば 本 当 に 町 民 の た め と い う

ことを考えてプライドを捨てれば、や

っ ぱ り こ の 地 域 住 民 一 人 一 人 が 同 じ

負 担 す べ き だ と い う 考 え 方 に い く ん

ではないかと、こんなふうに思ってい

るわけでございます。皆さんご承知の

とおり、今回彦根市の新市民体育セン

ターですね、我々は彦根市民の体育セ

ン タ ー だ と ば っ か り 思 っ て い た ん で

すね。いつの間にか湖東定住自立圏の

中の問題になってしまいました。利用

料 金 は 彦 根 市 民 と こ の 四 町 と 同 じ と

いうことです。しかも建設費も維持管

理費も何の負担もなし、こういうこと

なんですよ。皆さんこういう状態をお

考えになられましたら、今の彦根市だ

っ た ら 遠 慮 な く 均 等 割 な く そ う や な

いか言えばね、あっさりと今の管理者

は、そういたしましょうと、そういう

ふ う に お っ し ゃ る の で は な い か と 私

は思っております。チャンスでござい

ま す の で 町 長 さ ん 方 し っ か り と お 考

え に な っ た ら ど う か と 思 っ て お り ま

す。そういう意味で西澤議員が反対の

討論をされるようでございますが、先

に 立 っ て で す ね 反 対 の 討 論 を し て お

きたいと思います。以上です。  

○議長（安澤勝君） ６番  西澤伸明

君。  

○６番（西澤伸明君） 思いがけない

エ ー ル を 送 っ て い た だ き ま し て あ り

がとうございます。彦根愛知犬上広域

行 政 組 合 の 令 和 ２ 年 度 一 般 会 計 予 算

に対する反対討論を行います。当組合

の ご み 行 政 に 関 す る 基 本 方 針 を 根 本

か ら 見 直 す 必 要 が あ る の で は な い か

と提起をするものです。  

一つは、政府の誘導策に従って広域

化による大型化。現在の一市四町の圏

域 に お け る ご み 排 出 量 を は る か に 超

え る 焼 却 能 力 の プ ラ ン ト 導 入 計 画 な

ど は ご み 減 量 化 の 方 向 を 後 景 に 追 い

やるとともに、ごみ問題は行政と住民

が 協 力 し て 解 決 に 努 力 す る と い う 理

念も薄めてしまう危険性があります。

さ ら に 処 理 方 法 で は 熱 効 率 を 高 め る

と の 口 実 で 廃 プ ラ ス チ ッ ク の 焼 却 を

１案にあげており、どの処理方法を採

用 す る か は 全 体 を 含 め た 整 備 基 本 計

画が議会で承認されていることから、

住 民 理 解 の 合 意 が 尊 重 さ れ な い 可 能

性があります。  

も う 一 つ は パ シ フ ィ ッ ク コ ン サ ル

タンツが基本計画を策定し、今回環境

ア セ ス メ ン ト も 受 注 し た こ と で あ り

ます。発注方法の説明によりますと、

プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 で 行 っ た と し て い

ます。表面上の公平公正さを装ってい

ますが、疑念は払拭できません。恣意

的判断が働く可能性もあります。また

そ の よ う な 疑 問 が な い 場 合 に お い て

も、いち企業への丸投げ同然であり、

基 本 計 画 策 定 企 業 が 環 境 ア セ ス メ ン

トも実施をして公正な結論・報告が担

保 で き る の か と い う 疑 問 は 消 え な い

と考えます。一方、当組合の運営に必

要 な 予 算 に 反 対 す る つ も り は あ り ま

せん。予算は、その自治体、団体の顔

ともいわれます。新しいごみ処理広域

化設備建設の基本計画を巡っては、昨
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年 10 月当組合臨時議会において討論

したとおりであります。今回とりわけ

強調しなければならないのは、地球温

暖化の危機的状況です。先日、山形県

の 県 境 に 近 い 新 潟 県 の 町 に 行 き ま し

たが、平地にも近くの里山にも雪はあ

りません。76 歳になる親戚の方が、生

ま れ て 初 め て だ と 嘆 い て お ら れ ま し

た。日本のみならず南極が気温 20℃と

の 報 道 が 各 界 に 衝 撃 的 に 受 け 止 め ら

れています。今こそ出るごみをいかに

処理するかから、ごみを出さないため

に は ど う す る か に 転 換 す べ き 時 期 に

きています。彦根市には低炭素社会を

目指す宣言が、過去に採択されている

と聞きます。日本政府はプラスチック

を焼却すれば、石油由来であることか

ら大量の CO2 放出を無視して、発電な

ど に 利 用 し て い る か ら サ ー マ ル リ サ

イ ク ル だ と し て 廃 プ ラ 焼 却 も リ サ イ

クルだと主張しています。この政府主

張 に 付 き 従 う こ と を 検 証 し 構 成 市 町

と当組合で取組み可能なごみ減量化、

ご み 問 題 の 取 組 み を 改 め て 呼 び か け

ます。  

 そしてもう一つは、先ほど獅山議員

が 言 わ れ ま し た 負 担 金 の 平 等 の 割 合

にすべき、こういうことを再度求めま

して討論とさせていただきます。  

○議長（安澤勝君） 他に討論はあり

ませんか。  

４番  北川和利君。  

○４番（北川和利君） 議案２号  令

和２年度 (2020 年度 )彦根愛知犬上広

域行政組合一般会計予算について、前

日 も 前 々 日 も 代 表 者 会 議 ま た 全 員 協

議 会 の 中 で 十 分 説 明 が さ れ て い る と

思っております。よって、私は何の問

題点もないと思っておりますので、今

の 負 担 金 の 均 等 割 に つ い て も 説 明 は

されました。よって、私は賛成といた

します。議員諸氏の賛同よろしくお願

いいたします。  

○議長（安澤勝君） 他に討論はあり

ませんか。討論なしと認めます。討論

を終結いたします。  

 これより採決を行います。議案第２

号  令和２年度 (2020 年度 )彦根愛知

犬 上 広 域 行 政 組 合 一 般 会 計 予 算 を 原

案のとおり決することに、ご異議がご

ざいますので、起立により採決を行い

ます。  

 議 案 第 ２ 号  令 和 ２ 年 度 (2020 年

度 )彦根愛知犬上広域行政組合一般会

計予算を原案のとおり決することに、

賛成の諸君の起立を求めます。  

〔賛成者起立〕  

○議長（安澤勝君） ご着席ください。

起立多数であります。よって、議案第

２号  令和２年度 (2020 年度 )彦根愛

知犬上広域行政組合一般会計予算は、

原案のとおり可決されました。  

日 程 第 ６  議 案 第 ３ 号  彦 根 愛 知 犬

上 広 域 行 政 組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管

理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例案  

○議長（安澤勝君） 次に、日程第６、

議 案 第 ３ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政

組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 を 議 題



 

21 

といたします。職員に議案を朗読させ

ます。  

〔高橋議会事務局副主幹朗読〕  

○議長（安澤勝君） 提案者の説明を

求めます。管理者。  

○管理者（大久保貴君） 議案第３号  

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 斎 場 の 設

置 お よ び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改正する条例案の概要につきまして、

ご説明いたします。同条例別表、第４

条 関 係 で 規 定 さ れ て お り ま す 使 用 料

は、平成２年４月に改正されて以降、

現在に至っておりますが、今後も将来

に わ た り 安 定 的 か つ 円 滑 な 火 葬 業 務

を 行 う た め の 財 源 と し て 適 正 な 利 用

者負担をお願いするために、使用料の

改 正 を さ せ て い た だ く も の で ご ざ い

ます。詳細につきましては、事務局か

ら説明させますので、よろしくご審議

を賜りますようお願いいたします。  

○議長（安澤勝君） 続いて、事務局

からの詳 細 説 明 を 求 め ま す 。総務課

長。  

○総務課長（中江淳展君） それでは、

議 案 第 ３ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政

組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 に つ き

ましてご説明させていただきます。お

手元の議案第３号関係、別添３条例改

正概要書をご覧ください。同条例の別

表、第４条関係で規定されております

使用料は、平成２年４月に改正されて

以降、現在に至っておりますが、現在

使 用 し て お り ま す 火 葬 炉 設 備 の ３ 年

の保証期間が平成 30 年６月で終了し、

今後は、毎年何らかの修繕を行う必要

が生じてまいりました。運転と停止す

な わ ち 膨 張 と 収 縮 を 繰 り 返 す こ と と

な る 主 燃 焼 炉 お よ び 再 燃 焼 炉 の 耐 火

材につきましては、稼働後、４・５年

目 か ら 定 期 的 に 補 修 を 行 っ て い く 必

要があり、炉内台車は隔年に更新する

必要があります。このような修繕は、

県 内 の 他 施 設 に お い て も 同 様 で あ り

ます。今後は、将来にわたり安定的か

つ円滑な火葬業務を行うため、長期的

な 修 繕 計 画 を も と に 火 葬 炉 設 備 に 係

る 修 繕 を 年 次 的 に 行 っ て い く 必 要 が

ございますので、その財源として適正

な利用者負担を求めるため、別表のと

お り 改 正 を さ せ て い た だ く も の で ご

ざいます。改正に当たりましては、現

在 の 斎 場 の 運 営 に 要 す る 単 年 度 当 た

りのコスト、具体的には斎場管理費や

人件費、建設費、修繕費から一人当た

り の 火 葬 に 係 る 原 価 を 積 算 し た 金 額

を根拠といたしました。積算で一人当

たりの経費が約 8 万円となったこと

から 13 歳以上の管外料金を 8 万円と

しております。  

具 体 的 な 改 正 の 内 容 に つ き ま し て

は別表のとおりとなりますが、火葬対

象の大多数を占める管内の 13 歳以上

の方の場合、現行使用料の 1 万 5 千円

から 2 万円に、管外の場合は 6 万円か

ら 8 万円といたしました。その他の区

分は別表のとおりでございます。今回

の使用料改定の検討に当たり、滋賀県

内 の 他 の 斎 場 の 火 葬 料 金 を 調 査 し ま

したが、そのほとんどが今回改正をお
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願 い す る 新 た な 使 用 料 と ほ ぼ 同 額 ま

たは近い額となっております。今定例

会におきまして、本条例改正をお認め

いただけましたら、一市四町の広報や

組 合 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 周 知 を 図

ってまいり、施行時期につきましては、

管 内 の 住 民 の 皆 様 等 へ の 周 知 期 間 を

考慮し、令和２年６月１日としており

ます。  

以 上 が 彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合

斎 場 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 案 に つ い て の 説

明でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。  

○議長（安澤勝君） これより、質疑

を行います。質疑の通告書が提出され

ておりますので、発言を許します。一

括質疑、一括答弁ですので、質疑は一

括でお願いします。  

13 番  中野正剛君。  

○ 13 番（中野正剛君） 今回の議案第

３号ですけど、これに反対するもので

は、ありません。ちょうどいい機会で

すので、火葬場についての質問をさせ

ていただきたいと思います。内容は、

紫雲苑の今後の火葬についてで、今回

火葬料金を値上げしたが、今後の火葬

炉 の 劣 化 や 火 葬 ニ ー ズ の 増 加 を 考 え

る と 火 葬 料 金 の 定 期 的 な 見 直 し が 必

要 な の で は な い か と い う 点 か ら 七 点

質問いたします。  

 先日、読売新聞に草津市営火葬場の

記事が載ってました。草津市営火葬場

の火葬炉は、３炉しかなく火葬場のな

い 栗 東 市 か ら の 遺 体 が 持 ち 込 ま れ る

ため、火葬件数が増加しているそうで

す。このような中、2018 年の草津市議

会で、地元の火葬場が使えず大津市で

高 い 費 用 を 払 っ た と い う 市 民 が い た

という指摘が出ました。今回の紫雲苑

の火葬料金を改定する理由が、火葬炉

の３年の保証期間が終わり、毎年補修

費用がかかるようになったので、他市

に な ら い 火 葬 料 金 を 値 上 げ し た と 説

明がありましたが、これから先、高齢

者人口が増加していきますので、火葬

炉ニーズは増々増えていき、補修費用

の 増 大 と 管 内 の 方 の 火 葬 燃 料 費 の 負

担が重なり、広域行政組合での財政負

担 が 急 速 に 増 え て い く の で は な い か

と思い以下質問させていただきます。 

 まず、一点目です。紫雲苑の火葬炉

に余裕はあるのか。今回資料をもらい

ましたが、滋賀県火葬場料金の一覧を

みると、高い火葬料金を支払った草津

の市民は、1 万円ですんだ火葬料金が

大津市で火葬をしたために、10 万円払

ったことになります。このようなこと

は、この広域行政であってはならない

ことです。今の紫雲苑の火葬炉は６炉

ありますが、稼働にゆとりがあるのか、

これが一点目です。  

 それと、二点目です。これからの火

葬の需要増に応えていけるのか。草津

市と栗東市が行った調査では、2025 年

には、４炉から５炉の火葬炉が必要で

あると計算しています。１炉当たり１

日 2.5 件の火葬をした場合、需要のピ

ークとなる 2065 年には７炉が必要で

あると試算しています。単純計算する
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と、45 年後には火葬の需要が、1.5 倍

から 1.7 倍程になりますが、今の火葬

の ニ ー ズ に 紫 雲 苑 の 火 葬 炉 の 規 模 で

対応できるのか、これをお聞かせくだ

さい。  

 それと、三点目です。火葬のニーズ

が 増 え る こ と に よ る 財 政 負 担 の 増 加

ということで、火葬料金一覧表をみる

と、管内と菅外の差額 6 万円が一人当

たりの差額となり、それを広域行政組

合が負担していることになりますが、

今後の火葬炉需要の増加により、財政

負 担 が ど れ ほ ど 増 え て い く の か シ ミ

ュレーションしているのか、これをお

聞かせください。  

 四点目です。紫雲苑の火葬炉の老朽

化はシミュレーションしているのか。

紫雲苑の火葬炉の老朽化は、今後どの

よ う に な っ て い く の か と い う シ ミ ュ

レ ー シ ョ ン を し て い る の か お 聞 か せ

ください。  

 五点目です。火葬炉を増設しなけれ

ばならなくなったら、対応できるのか。

今後火葬の需要は、増加していきます。

火 葬 炉 を 増 設 す る 必 要 が も し 出 て き

た ら 現 行 の 場 所 で 火 葬 炉 を 増 設 で き

るのか。それの見解をお聞かせくださ

い。  

 六点目です。火葬の需要が増加した

とき、現行の火葬料金は維持できるの

か。今回、火葬料金の改定を行います

が、紫雲苑の火葬炉は年数が経過する

ごとに、毎年補修費が高くなっていく

のではないかと思います。それに加え

火 葬 の 需 要 が 急 ピ ッ チ で 増 加 し て い

くなかで、現行の火葬料金で維持して

いけるのでしょうか、見解をお聞かせ

ください。  

 最後七点目ですけども、定期的な火

葬 料 金 の 見 直 し が 必 要 で は な い か と

いうことで、今までの質問のなかで今

回 火 葬 炉 の 補 修 費 用 が 発 生 し だ し た

ので、他の市と火葬料金を比較して値

上げをされていますが、これからは、

他の市にならって、値上げを実施する

のではなく、広域行政組合として、定

期 的 に 料 金 の 見 直 し を 実 施 し て 財 政

負 担 を 増 や さ な い よ う に し て い く こ

とが必要ではないかと思いますが、見

解をお聞かせください。以上、よろし

くお願いします。  

○議長（安澤勝君）  紫雲苑場長。  

○紫雲苑場長（上田文夫君） 紫雲苑

の今後の火葬についてご質疑に、お答

えさせていただきたいと思います。  

まず、要旨１でございますが、平成

24 年に作成した増改築基本計画にお

いて、年間死亡人口は増加傾向にあり、

令和 13 年度には、死亡人口 2,017 人

と推定しております。この死亡人口に

対 す る 紫 雲 苑 の 必 要 火 葬 炉 数 は ５ 炉

と算出され、現施設は予備炉１炉を合

わ せ て ６ 炉 設 置 し て お り ま す こ と か

ら、稼働にゆとりがあると考えており

ます。なお、予備炉については、修繕

補修時に火葬需要に対応できるよう、

また、将来の死亡者数の増加による需

要 動 向 に も 対 応 で き る よ う 設 置 し て

おります。  

次に要旨２についてお答えします。
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施設や設備の点検、各種修繕等を考慮

した上で、火葬炉６炉で可能な最大火

葬件数を算出すると、年間約 2,700 件

となります。ただ、今お答えしました

とおり、ピーク時の死亡人口は２千人

余りと想定していることから、対応可

能と考えております。なお、現在の火

葬件数は、年間約 1,500 件となってお

ります。  

次に要旨３についてお答えします。

今 回 の 使 用 料 の 値 上 げ に つ き ま し て

は、斎場管理費や人件費、建設費のほ

か、令和 10 年度までの火葬炉設備等

修 繕 計 画 に 基 づ き 修 繕 料 な ど を 根 拠

に算出いたしました。一体当たりの火

葬原価となる 8 万円を管外の 13 歳以

上の方の使用料としております。火葬

対象の大多数を占める管内の 13 歳以

上の方の使用料は、従前から管外料金

の 25％としており、議員ご指摘のとお

り、その差額が行政組合の負担となっ

ております。今後は火葬需要の増加等

により、財政負担が増えることも予想

されますが、人口減少や火葬炉設備等

修繕計画などを勘案しながら、長期的

な 視 野 に 立 っ て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し

てまいりたいと考えております。  

 続 い て 要 旨 ４ に つ い て お 答 え し ま

す。火葬炉設備等の経年劣化や老朽化

を想定し、令和 10 年度までの 10 年間

の 火 葬 炉 設 備 等 修 繕 計 画 を 作 成 し て

おります。年度により修繕箇所や修繕

料は異なりますが、年平均約 1,700 万

円となり、最大では年間約 3,600 万円

を見込んでおります。  

 次に要旨５についてお答えします。

先の要旨２で答弁申し上げたとおり、

現 在 の ６ 炉 で 対 応 で き る と 考 え て お

りますので、火葬炉の増設は、現時点

では考えておりません。  

次に要旨６についてお答えします。

今 回 の 改 正 の 内 容 等 は 先 ほ ど お 答 え

しましたとおり、紫雲苑に係る全ての

経費を使用料で賄えるものではなく、

賄 う も の で も な い と 考 え て お り ま す

が、今後は社会情勢の変化や施設の維

持管理経費の動向などをもとに、長期

的 な 視 野 に 立 っ て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

してまいりたいと考えております。  

最 後 に 要 旨 ７ に つ い て お 答 え し ま

す。今回の使用料の値上げにつきまし

ては、斎場管理費や人件費、火葬炉設

備 等 の 修 繕 料 な ど を も と に 火 葬 原 価

を算出し設定したものであり、結果と

し て 県 内 他 施 設 と 比 べ て 同 程 度 と な

ったものでございます。今後も紫雲苑

の適正な維持管理・運営が図れるよう、

長 期 的 な 視 野 に 立 ち 使 用 料 に つ い て

協 議 し て ま い り た い と 考 え て お り ま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安澤勝君） 再質疑あります

か。  

 中野議員。  

○ 13 番（中野正剛君） あの三点目の

財 政 負 担 の と こ ろ で 確 認 だ け さ せ て

いただきたいと思います。燃料費がで

すね管内と管外の差額 6 万円。これは

ピークで 2,000 人の火葬ということ

で年間先ほどありましたけども、単純

に考えて 1 億 2,000 万円の負担です
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よね。それに尚且つこれから先のこと

を考えたら CO2 の排出削減といわれ

ていますので、こういう化石燃料の値

段は多分高騰していくと思うんです。

そ う い う ぐ ら い の 費 用 に な っ た 時 に

は耐えていけるんでしょうか。ちょっ

とそれだけを教えてください。  

○議長（安澤勝君）  紫雲苑場長。  

○紫雲苑場長（上田文夫君） ピーク

時の財政負担の関係でございますが、

ピ ー ク 時 の 財 政 負 担 額 に つ き ま し て

は、必要経費から使用料収入を差し引

い た 額 い わ ゆ る 構 成 市 町 の 負 担 金 は

約 4,000 万円と今のところ見込んで

おります。  

○議長（安澤勝君） 再々質疑ありま

すか。  

 中野議員。  

○ 13 番（中野正剛君） ちょっと分か

りませんでしたけども、私が言いたい

のは、今回みたいに補修費がかかって

き た か ら 上 げ さ せ て も ら い ま す と い

うのじゃなくて、もっと市民の負担を

ち ょ っ と で も 少 な く す る た め に 前 倒

ししてこういうふうになるから、一番

負担の少ない。今、設備を別に増やさ

な く て も 大 丈 夫 だ と い う の は 教 え て

も ら い ま し た の で そ の 分 は 安 心 し ま

したが、そういう料金改定をですね、

も っ と も っ と 前 倒 し し て 良 い 方 法 を

選 択 し て い け る よ う な 体 制 に し て も

らいたいと思います。よろしくお願い

します。  

○議長（安澤勝君） 要望でよろしい

ですか。答弁求めますか。  

○ 13 番（中野正剛君）  いいです。  

○議長（安澤勝君） よろしいですか。

はい、以上でございます。  

○議長（安澤勝君） 以上で、事前に

通 告 の あ っ た 質 疑 が 終 了 し ま し た の

で、議案第３号に対する質疑を終結い

たします。  

 これより、討論を行います。討論は、

ありませんか。  

（「あり」と呼ぶ者あり）  

○議長（安澤勝君） 西澤議員の他に

討論される方はおられませんか。では、

討論を認めます。  

６番  西澤伸明君。  

○６番（西澤伸明君） 斎場の設置お

よ び 管 理 に 関 す る 条 例 に 関 し て 反 対

討論を行います。改定の一覧表を見ま

すと随分大きく値上がりをします。今

現在、市民町民の懐具合・家計の状況

は大変な状況です。消費税の 10％の

強行に基づいて、それぞれの地域で経

済 活 動 も そ れ か ら 生 活 も 大 変 に な っ

ています。そういう中での追い打ちと

なってしまいます。私は住民の負担を

増 や す こ と で 財 政 的 苦 し さ を 緩 和 す

る、こういう安易な選択をしてはなら

ないというように思っています。税金

の 使 い 方 を 根 本 的 に 改 め る こ と を 各

市町が行政が、そして議会が考える必

要があるというように思っています。

現 在 進 行 し て い る 国 体 の た め の 施 設

整備ですね、これは県も非常に膨大な

金 額 を 投 与 を し て テ レ ビ で も 取 上 げ

られたくらいです。そしてその主会場

と な る 彦 根 市 の 問 題 も 日 々 報 道 さ れ
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ておりますし、耳にもしております。

そういう点でも、その税金の使い方を

改 め る と い う 方 向 に 舵 を 切 ら な け れ

ば、先ほど中野議員がおっしゃいまし

たように前倒しで改定をする。改定を

す る と い う こ と は 値 上 げ を し て い く

と い う 方 向 と 一 致 だ と い う よ う に 理

解をしているわけですけども、そうい

う 方 向 に 流 れ ざ る を 得 な い と い う よ

うに思うんですね。やはり管理者会そ

し て 議 会 が し っ か り と 対 応 し て い か

なければ、このお葬式の費用もだんだ

ん上がっていく中で、火葬費もこれだ

け 値 上 げ を し て い く と な る と 本 当 に

大変となります。そういう点でも、こ

の 見 直 し を 再 度 求 め て い き ま し て 改

定に反対をするものです。  

○議長（安澤勝君） 他に討論はあり

ませんか。討論なしと認めます。討論

を終結いたします。  

 これより採決を行います。議案第３

号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 斎 場

の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 案 を 原 案 の と お り

決することに、ご異議がございますの

で、起立により採決を行います。  

 議 案 第 ３ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行

政 組 合 斎 場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 を 原

案のとおり決することに、賛成の諸君

の起立を求めます。  

〔賛成者起立〕  

○議長（安澤勝君） ご着席ください。

起立多数であります。よって、議案第

３ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 斎

場 の 設 置 お よ び 管 理 に 関 す る 条 例 の

一部を改正する条例案は、原案のとお

り可決されました。  

日 程 第 ７  議 案 第 ４ 号  彦 根 愛 知 犬

上 広 域 行 政 組 合 職 員 定 数 条 例 お よ び

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 職 員 の 服

務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

する条例案  

○議長（安澤勝君） 次に、日程第７、

議 案 第 ４ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政

組 合 職 員 定 数 条 例 お よ び 彦 根 愛 知 犬

上 広 域 行 政 組 合 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案

を議題といたします。職員に議案を朗

読させます。  

〔高橋議会事務局副主幹朗読〕  

○議長（安澤勝君） 提案者の説明を

求めます。管理者。  

○管理者（大久保貴君） 議案第４号  

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 職 員 定 数

条 例 お よ び 彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組

合 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 案 の 概 要 に つ き

まして、ご説明いたします。  

 今回の一部改正につきましては、地

方 公 務 員 法 及 び 地 方 自 治 法 の 一 部 を

改正する法律の改正に伴い、関係する

二つの条例について、所要の規定の整

備を行うものでございます。  

 まず、当組合の職員定数条例の改正

でございますが、本条例において引用

し て い る 条 項 の ず れ を 改 め る も の で

す。もう一つの職員の服務の宣誓に関

する条例の改正につきましては、会計

年 度 任 用 職 員 に 義 務 付 け ら れ て い る
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職 務 の 宣 誓 を そ れ ぞ れ の 職 員 に ふ さ

わしいかたちで行うことができる旨、

現行条例に付け加えるものです。  

 詳細につきましては、事務局から説

明させますので、よろしくご審議を賜

りますようお願いいたします。  

○議長（安澤勝君） 続いて、事務局

からの詳 細 説 明 を 求 め ま す 。総務課

長。  

○総務課長（中江淳展君） それでは、

彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 職 員 定 数

条 例 お よ び 彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組

合 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 案 に つ い て ご 説

明させていただきます。お手元の議案

第４号関係、別添４の条例改正概要書

をご覧ください。今回の一部改正につ

きましては、地方公務員法および地方

自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 改 正

により、令和２年４月１日から新たに

会 計 年 度 任 用 職 員 制 度 が 導 入 さ れ る

こ と に 伴 い 必 要 と な る も の で ご ざ い

ます。  

まず、当組合の職員定数条例の改正

でございますが、本条例において引用

し て い る 条 項 の ず れ を 改 め る も の で

す。具体的には、臨時的任用職員を任

用 す る 際 の 根 拠 法 で あ る 地 方 公 務 員

法が改正され、これまで当組合の臨時

職員の任用は同法第 22 条第５項にお

いて定められておりましたが、これが、

同法第 22 条の３第４項に改められた

ため、これを根拠条文に改めるもので

す。  

も う 一 つ の 彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政

組 合 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例

の改正につきましては、新たに任用さ

れた会計年度任用職員は、服務の宣誓

が義務付けされますが、その宣誓の方

法は、会計年度任用職員制度導入前の

任 用 形 態 や 任 用 方 法 が 様 々 で あ る こ

とを鑑み、職務の宣誓をそれぞれの職

員 に ふ さ わ し い か た ち で 行 う こ と が

できる旨、現行条例に付け加えるもの

です。  

以 上 が 職 員 定 数 条 例 お よ び 職 員 の

服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正

に係る説明でございます。よろしくお

願いいたします。  

○議長（安澤勝君） これより、質疑

を行います。質疑の通告書が提出され

ておりませんので、質疑なしと認めま

す。以上で議案第４号に対する質疑を

終結いたします。  

 これより、討論を行います。討論は

ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（安澤勝君） 討論なしと認め

ます。討論を終結いたします。  

 これより採決を行います。議案第４

号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 職 員

定 数 条 例 お よ び 彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行

政 組 合 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 を 原 案 の

とおり決することに、賛成の諸君の起

立を求めます。  

〔賛成者起立〕  

○議長（安澤勝君） ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第

４ 号  彦 根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 職
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員 定 数 条 例 お よ び 彦 根 愛 知 犬 上 広 域

行 政 組 合 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る

条例の一部を改正する条例案は、原案

のとおり可決されました。  

 暫時休憩いたします。  

 

〔午後 3 時 40 分休憩〕  

 

〔午後 3 時 55 分再開〕  

 

○議長（安澤勝君） 休憩前に引き続

会議を開きます。  

 

日程第６  一般質問  

○議長（安澤勝君） 次に、日程第８

定例会でありますので、当組合所管事

項に対する一般質問を行います。  

一 般 質 問 の 発 言 通 告 書 が ２ 名 の 方

から提出されておりますので、順次発

言を許します。その順位は、４番  北

川和利君、２番  獅山向洋君とします。 

なお、一括質問、一括答弁ですので

質問者は一括で質問をしてください。 

４番  北川和利君。  

○４番（北川和利君） それでは、新

設 一 般 ご み 処 理 施 設 の コ ン サ ル に つ

いて質問させていただきます。パシフ

ィ ッ ク コ ン サ ル タ ン ツ 株 式 会 社 は ど

ういう会社なのか。私は、豊郷町選出

議員ですが、一度もコンサル会社の説

明を受けておりません。そこで、通称

パ シ コ ン が ど の よ う に し て 選 定 さ れ

たのか伺いたいと思います。これは、

こ こ に い る 議 員 さ ん で も パ シ コ ン そ

の も の が ど う や っ て 選 定 さ れ た の か

全然分かっておりませんので、聞きた

いと思います。  

 二つ目、新ごみ処理施設整備基本計

画 に お い て 処 理 方 式 と し て 採 用 さ れ

た ス ト ー カ 式 焼 却 炉 に つ い て 質 問 い

たします。温室効果ガスの削減、抑制

目標については、国連気候変動枠組条

約第 25 回締約国会議 COP25 において

も争点となり、合意には至らなかった

ものの、温室効果ガス削減の必要性に

ついては、認められているところです。

そこで、ストーカ方式燃焼炉を選ばれ

た理由についてお尋ねします。以上で

す。  

○議長（安澤勝君）  建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） それ

では、私から標題１のご質問にお答え

します。パシフィックコンサルタンツ

株式会社は、東京都に本社を置く総合

建設コンサルタント会社で、彦根市が

発 注 す る 土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン

ト業務において、廃棄物をはじめとす

る 20 業種で平成 31 年度入札参加資

格 者 名 簿 に 登 録 さ れ て い る 会 社 で ご

ざいます。建設や環境部門の技術者が

多数在籍し、県内外における一般廃棄

物 処 理 施 設 に 係 る 施 設 整 備 基 本 設 計

業務、環境影響評価業務等において豊

富な実績を有してございます。また、

当圏域におきましては、滋賀県による

仮 称 彦 根 総 合 運 動 公 園 実 施 設 計 等 業

務を受注しております。  

同 社 が ど の よ う に し て 選 定 さ れ た

のかについてですが、新ごみ処理施設

整備に係る基本計画策定等委託業務、
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施設整備・造成等基本設計業務および

環 境 影 響 評 価 業 務 の い ず れ に お き ま

しても、構成市町担当課長等による選

定委員会を設置し、公募型プロポーザ

ル 方 式 に よ り 厳 正 か つ 公 平 な 審 議 を

行った上で、最も適した事業者として

選定したものでございますので、ご理

解を賜りますようお願いいたします。 

 続きまして、標題２のご質問にお答

えします。広域での新たなごみ処理施

設において、可燃ごみをどのような方

式で処理するかについては、焼却方式

以 外 の 処 理 方 式 も 含 め て 湖 東 地 域 一

般 廃 棄 物 処 理 広 域 化 事 業 促 進 協 議 会

において検討され、平成 20 年５月に

策 定 さ れ た 湖 東 地 域 広 域 ご み 処 理 施

設整備基本構想で、日量 100ｔを超え

る規模の施設においては、焼却方式が

安定的・効率的な処理方式として評価

されております。よって、彦根愛知犬

上 地 域 新 ご み 処 理 施 設 整 備 基 本 計 画

検討委員会においては、当時の基本構

想の内容を踏まえ、可燃ごみの処理方

式を焼却方式とし、四つの処理方式を

候補に挙げ、施設整備基本計画の理念

に基づく評価に加え、プラントメーカ

ー か ら 取 得 し た 概 算 費 用 か ら コ ス ト

面についても併せて検討されました。 

結果として、エネルギー回収が良く、

省エネルギーに優れており、さらに他

都市での採用実績数が多く、安定した

燃 焼 に よ り 排 ガ ス 中 の 有 害 物 質 を 低

減できることなどの理由から、ストー

カ方式を採用することとなりました。 

また、新たな施設では、焼却により発

生する熱を回収し、エネルギーとして

利用することから、発電所等で使用さ

れる化石燃料の削減につながり、結果

と し て 二 酸 化 炭 素 排 出 量 が 相 殺 さ れ

ます。相殺割合は、容器包装プラスチ

ッ ク を 分 別 す る か ど う か で 若 干 異 な

りますが、焼却施設から排出される二

酸化炭素量の 45％程度の相殺が期待

されるものとなりまので、ご理解いた

だきますようお願いいたします。  

○議長（安澤勝君）  北川議員。  

○４番（北川和利君） 一問目のコン

サルについては、ある程度理解ができ

ました。  

 二問目の質問のストーカ式。今、地

球温暖化ということで、やはりこのス

ト ー カ 式 と い う の は 日 本 が ど う も 一

位、二位を示しているということでこ

の化石燃料。やはり温室効果ガスを大

量 に 排 出 す る 結 果 が 地 球 環 境 を 滅 ぼ

すということで、世界的に日本は駄目

じ ゃ な い か と い う こ と で 指 摘 さ れ て

おります。そんな中で一市四町で新た

にストーカ式でやるということは、僕

はいかなるものかと思っております。

かといってそれがなければ、解決がつ

かない問題もあると思っております。

ましてや一市四町ではありませんが、

彦 根 市 に つ い て は 低 炭 素 社 会 構 築 都

市宣言というのがあります。そんな中

で 地 球 温 暖 化 あ と も ろ も ろ ネ ッ ト で

調べたら出てきましたけども、いくつ

か そ う い う 宣 言 の 箇 所 が ク ー ル チ ョ

イスにしても登録してあるようです。

そんな中で、何かいい方法を見つけて
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い か な く て は な ら な い の か と 思 っ て

おります。というのは、やはり向こう

10 年間、 10 年にわたって計画をたて

ている。今ちょうど中間の 10 年が過

ぎました。あと 10 年はどうしてもや

らなあかんことだとは、僕も理解して

おります。しかし、世界的にこうやっ

て 持 ち 上 が っ て い る 問 題 に も 早 急 に

対 応 し な が ら 足 並 み そ ろ え な が ら や

っ て い っ て も ら い た い と 思 い ま す の

で、その点の弁解はどういうふうにな

ろうかと思っていますか。回答願いま

す。  

○議長（安澤勝君）  建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） 確か

に 二 酸 化 炭 素 の 排 出 量 に つ い て も 考

慮 す る 必 要 が あ る と い う ふ う に 考 え

てはおります。現状の彦根市の清掃セ

ンターにつきましては、熱回収をして

い な い こ と か ら 焼 却 に よ っ て 排 出 さ

れ る ご み か ら 出 る 二 酸 化 炭 素 の 量 と

いうのは全く削減されてなく、そのま

ま 放 出 さ れ て い る と い う 状 況 で ご ざ

いまして、一方リバースセンターにつ

き ま し て は 固 形 燃 料 化 を し て い る わ

けですけども、それに固形燃料化する

ために化石燃料を使用し、出来た成型

物 を 燃 料 と し て ま た 使 用 す る と い う

かたちで行っておりますので、どちら

か と い う と 本 来 燃 や す こ と で 排 出 さ

れ る 二 酸 化 炭 素 を 更 に 化 石 燃 料 と し

て出すということは、排出される二酸

化炭素量は同じになるんですが、それ

に 加 え 化 石 燃 料 を 使 用 し て 成 型 し て

い る と い う こ と で 二 酸 化 炭 素 の 量 は

増 え て い る よ う な 状 況 に な る と い う

ことになります。それを今回新たな施

設 で は 熱 回 収 を す る こ と に よ っ て 二

酸 化 炭 素 の 排 出 さ れ る 量 を エ ネ ル ギ

ー回収することで、電力会社で使われ

る 化 石 燃 料 を 削 減 し 地 球 規 模 で み た

大 気 へ の 二 酸 化 炭 素 の 排 出 量 を 減 ら

す と い う か た ち で 低 炭 素 社 会 に 貢 献

し て い け る よ う な 施 設 に な る と い う

ふ う に 考 え て お り ま す の で ご 理 解 い

ただきますようお願いいたします。  

○議長（安澤勝君）  北川議員。  

○４番（北川和利君） 僕の言いたい

のは、要するに彦根市さんは、こうい

う 構 築 都 市 宣 言 と い う の さ れ て ま す

ので、やはり日本で 1,230 都市かな。

な に せ 世 界 で 一 番 と い う こ と が 出 て

おります。やはりこれから新しくやる

に当たって、それはいかがのものかと、

駄 目 だ と 言 っ て い る の で は あ り ま せ

ん。何とかもう一ついい方法がないか

検 討 し て い た だ き た い と 思 っ て お り

ますので、どうぞその点よろしくお願

いします。回答お願いします。  

○議長（安澤勝君）  建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） 我々

も 他 に 焼 却 以 外 で 処 理 方 式 と し て ど

ういったものがあるか、それが二酸化

炭 素 の 排 出 量 と 比 べ た わ け な ん で す

けども、他に炭化処理というような方

式 も あ り ま す が 結 果 的 に 二 酸 化 炭 素

の放出、地球規模でみた場合の放出と

いうかたちですと、やはりストーカ炉

で 高 効 率 の 熱 回 収 を す る こ と で エ ネ

ル ギ ー 回 収 を す る 方 法 が 今 の と こ ろ
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二 酸 化 炭 素 の 排 出 量 を 削 減 で き る も

の と い う ふ う に 考 え て お り ま す の で

よろしくお願いいたします。  

○議長（安澤勝君） 続いて獅山向洋

君。  

○２番（獅山向洋君） 私も北川議員

と同じように、新ごみ処理施設に関し

て質問いたします。まず、標題１です

が、基本設計等のプロポーザルについ

てお尋ねします。報告では、辞退した

会社が２社あるということですが、ど

う い う 会 社 か 明 ら か に し て い た だ き

たい。それと、選定された事業者の評

価 項 目 や 評 価 点 に つ い て も 明 ら か に

していただきたい。それと、評価した

人 の お 名 前 や 評 価 し た 人 の 個 々 の 評

価 点 を 明 ら か に し て い た だ き た い と

思います。  

 次に標題２ですけども、ごみ処理施

設につきましては、昨年臨時会で候補

地が決まったわけですが、それ以降ど

のようなことをされたのか、尋ねたい

と思います。私ども議員は、全員協議

会 で 経 過 説 明 を 聞 い た わ け で す け ど

も、やはり地域住民に分かるように、

あるいは、会議録に残すように地元説

明会はどうだったかとか、関係事業の

業者選定であったりとか、選定した結

果 の 金 額 で あ っ た り と い っ た 経 過 を

定 例 会 で 説 明 し て い た だ き た い と 思

います。  

○議長（安澤勝君）  建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） それ

では、私から標題１のご質問にお答え

します。まず、今回のプレゼンテーシ

ョンにおいて、辞退届を提出された業

者は、中外テクノス株式会社関西支社

と 国 際 航 業 株 式 会 社 滋 賀 営 業 所 の ２

社でございます。次に、評価項目およ

び評価点でございますが、10 項目ござ

いまして、１事業者の評価が 15 点、

２予定配置技術者の評価が 20 点、３

業務実施方針が５点、４業務実施体制

が 10 点、５業務実施スケジュールが

５点、６施設整備・造成等基本設計業

務における課題と解決策が 10 点、７

環 境 影 響 評 価 業 務 に お け る 課 題 と 解

決策が 10 点、８住民の合意形成にお

ける対応策についてが 10 点、９プレ

ゼ ン テ ー シ ョ ン お よ び 質 疑 応 答 が ５

点、10 見積金額が 10 点。以上の 10 項

目で評価し、評価点は 100 点満点とし

て実施いたしました。  

次 に 、 評 価 者 の 氏 名 お よ び 評 価 者

個々の評価点についてですが、本委託

業 務 の 候 補 者 の 選 定 に つ い て 厳 正 か

つ公平に審査を行うため、彦根愛知犬

上 地 域 新 ご み 処 理 施 設 整 備 に 係 る 施

設整備・造成等基本設計業務および環

境 影 響 評 価 業 務 委 託 候 補 者 選 定 委 員

会設置要綱を策定し、委員会を設置い

たしました。委員につきましては、彦

根市生活環境課長、愛荘町くらし安全

環境課長、豊郷町住民生活課長、甲良

町住民課長、多賀町産業環境課長、彦

根愛知犬上広域行政組合事務局長、同

じく総務課長、同じく建設推進室長、

同じく建設推進室主幹。以上の９名で

構成し、本委託業務のプレゼンテーシ

ョンの審査を行っていただきました。 
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また、評価点につきましては、彦根

市生活環境課長 84 点、愛荘町くらし

安全環境課長 75 点、豊郷町住民生活

課長 82 点、甲良町住民課長 85 点、多

賀町産業環境課長 75 点、当広域行政

組合事務局長 81 点、同じく総務課長

75 点、同じく建設推進室長 79 点、同

じく建設推進室主幹 84 点で、平均は

80.0 点でございます。  

 続きまして、標題２のご質問にお答

えします。まずは、新ごみ処理施設建

設 に 係 る 地 元 に 対 す る 説 明 会 に つ い

て経過を申し上げます。昨年の 10 月

臨 時 会 で 施 設 整 備 基 本 計 画 の 議 案 が

可決後すぐに、候補地西清崎周辺の四

つ の 小 学 校 区 に 属 す る 連 合 自 治 会 長

お よ び 候 補 地 に 隣 接 す る 自 治 会 の 会

長様に対しまして、電話にて候補地決

定の報告と併せて、ご挨拶に伺う日程

調整をさせていただき、一週間程度か

け て 各 会 長 に は ご 挨 拶 に 伺 わ せ て い

ただきました。  

そのあと、11 月中に亀山学区連合自

治会、西清崎町自治会、西清崎に隣接

す る 稲 里 町 自 治 会 と 東 清 崎 町 自 治 会

のほか、荒神山神社には個別に施設概

要 や 今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル 等 に つ い て

ご説明させていただきました。  

また、12 月には、１日の日曜日と８

日 の 日 曜 日 に 西 清 崎 周 辺 の 四 つ の 小

学 校 区 住 民 に 対 す る 合 同 説 明 会 を い

ず れ も グ リ ー ン ピ ア ひ こ ね で 開 催 し

ました。参加者数は、両日併せて 158

名でした。グリーンピアでの説明会で

は、アンケート調査を実施しましたが、

清 崎 町 地 先 で の 新 ご み 処 理 施 設 建 設

について、不安に思っておられること

がありますかという問いに対し、ある

と回答された方の約 44％が交通問題

に対する不安で最も多く、次に公害に

対する不安で約 24％でした。自由意見

も多くいただきましたが、西清崎での

建 設 に 対 し 明 確 に 反 対 と 記 載 さ れ た

ものは３件で、他の場所にして欲しい

は１件でした。また、迷惑施設とされ

るごみ処理施設を、今後は有益な施設

と 評 価 さ れ る た め に 新 た な ご み 処 理

施設に望まれる事項や、施設の建設を

機 と し た 周 辺 の 地 域 振 興 と い っ た 前

向きなご意見としては、40 件あり、全

体の約 33％となっております。  

昨年内の説明会としては、個別と合

同 の 説 明 会 を 合 わ せ た 参 加 者 総 数 と

しては重複する方もおられますが 250

人弱となります。いずれの説明会でも

搬 入 出 車 両 に よ る 交 通 安 全 面 や 排 ガ

ス へ の 不 安 な ど を お 聞 か せ い た だ き

ましたが、西清崎での新ごみ処理施設

建 設 を 反 対 す る 大 き な 意 見 は ち ょ う

だいしませんでした。  

年が明けましてから、西清崎町自治

会 内 で 新 ご み 処 理 施 設 建 設 に 係 る 推

進 委 員 が 決 ま っ た と の 報 告 を い た だ

きましたので、１月 24 日金曜日に第

一回目の推進委員会を開催しました。

推進委員は、現在の自治会長、来年度

自治会長を含めた７名が、令和 11 年

４ 月 の 稼 働 ま で 固 定 で 推 進 委 員 を 務

めていただくとのことでございます。 

また、賀田山町の大山自治会から、
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１月 14 日に、大山自治会は新ごみ処

理施設建設に反対します。という文書

を い た だ き 、 大 山 自 治 会 と し て の 意

見・質問に対する説明を求められたこ

とから、１月 26 日の日曜日に大山自

治会へお伺いしました。現在のところ、

大 山 自 治 会 と し て 西 清 崎 で 新 ご み 処

理施設建設を進めることに対し、断固

反 対 と い う 強 い 意 思 表 示 と い う も の

ではなく、一定のご理解をいただいて

いるものでしたが、今後も候補地周辺

の 住 民 さ ま へ ご 理 解 を 求 め て い く に

当たっては、四つの小学校区住民を対

象とする説明会に加え、西清崎町自治

会 お よ び 隣 接 す る 自 治 会 に 対 す る 個

別の説明会も開催し、丁寧な対応をし

ていきたいと考えております。  

以上、地元に対する説明会の経過で

ございます。  

次に、候補地周辺地域の皆様による

県 内 の 先 進 ご み 処 理 施 設 の 見 学 会 を

実施しましたので、ご報告させていた

だきます。見学会は、 12 月 20 日金曜

日 に 近 江 八 幡 市 環 境 エ ネ ル ギ ー セ ン

ターへ、 12 月 21 日土曜日には、野洲

ク リ ー ン セ ン タ ー と 草 津 市 立 ク リ ー

ンセンターを、また年明けの１月 18

日 土 曜 日 に 草 津 市 立 ク リ ー ン セ ン タ

ーと、３日間に分けて実施しました。

参加者総数は 65 名でした。このうち、

当 組 合 議 会 か ら ７ 名 の 議 員 様 に ご 参

加いただいております。見学会に参加

いただきました方には、帰りのバスの

中 で 簡 単 な ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し

ました。その集計結果ですが、参加い

た だ い た ８ 割 以 上 の 方 に ご み 処 理 施

設 の イ メ ー ジ が 良 く な っ た と 回 答 を

得ています。しかしながら、ごみ処理

施 設 へ の 影 響 に つ い て の 問 い に 対 し

ては、約 66％の方が影響はないと思

う、約 27％の方がどちらとも言えな

い、約５％の方があると思うという結

果となっております。以上、先進ごみ

処 理 施 設 の 見 学 会 の 結 果 報 告 で ご ざ

います。  

続きまして、候補地で進める環境影

響 評 価 な ど 各 種 調 査 等 の 五 つ の 業 務

について、入札執行等により受託者が

決定しておりますので、受託者および

契 約 金 額 に つ い て ご 回 答 さ せ て い た

だきます。  

地歴調査の受託者は、彦根市高宮町

に所在する夏原工業株式会社です。契

約金額は、 49 万 5 千円です。  

地形測量の受託者は、彦根市平田町

に 所 在 す る 関 西 建 設 コ ン サ ル タ ン ト

株式会社です。契約金額は、 618 万 2

千円です。  

地質調査の受託者は、彦根市森堂町

に所在する彦根鑿泉株式会社です。契

約金額は、 2,805 万円です。以上、三

種 の 委 託 業 務 の 期 間 は 令 和 ２ 年 ３ 月

31 日までとしております。  

残り二つの業務、施設整備・造成等

基 本 設 計 業 務 と 環 境 影 響 評 価 業 務 に

ついてですが、これらの業務につきま

しては、互いの業務で情報共有しなが

ら、それぞれの業務との整合性を図る

必要があるため、業務を一本化してプ

ロ ポ ー ザ ル 方 式 に て 事 業 者 を 決 定 い
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たしました。受託者は、大津市梅林一

丁 目 に 所 在 す る パ シ フ ィ ッ ク コ ン サ

ルタンツ株式会社滋賀事務所で、契約

金額は、二つの業務併せて 2 億 9,920

万円です。また、契約期間については、

施設整備・造成等基本設計業務が令和

３年９月 30 日まで、環境影響評価業

務については、令和５年９月 30 日ま

でとしております。ただし、施設整備・

造 成 等 基 本 設 計 業 務 の 契 約 期 間 満 了

後に変更や修正が生じた場合は、環境

影 響 評 価 業 務 の 契 約 期 間 内 で あ れ ば

対 応 い た だ け る と い う こ と で ご ざ い

ます。  

 続きまして、中山投棄場中継基地に

替 わ る 次 期 中 継 基 地 の 整 備 に 係 る 経

過についてですが、中山投棄場での埋

立ごみ中継基地業務につきましては、

地元との協議で令和３年３月 31 日ま

でとなっておりますことから、昨年度、

平成 30 年 11 月に愛知郡広域行政組

合 の 愛 知 郡 清 掃 セ ン タ ー を 優 先 順 位

一位の候補地として決定して以降、愛

知 郡 広 域 行 政 組 合 な ら び に 愛 知 郡 清

掃 セ ン タ ー の 所 在 す る 東 近 江 市 小 八

木町自治会とは、慎重に協議を進めて

まいりました。そのような協議の中で、

当 圏 域 の 埋 立 ご み 中 継 基 地 を 愛 知 郡

清 掃 セ ン タ ー の 場 所 で 整 備 す る こ と

について、小八木町自治会の総会で諮

っていただき、結果を待つことになり

ましたことから、本年１月 12 日の総

会で自治会住民へご報告いただき、そ

の結果、ご承認いただくこととなりま

した。このように、小八木町自治会な

どと慎重に協議を重ねた結果、合意形

成に時間を要しましたことから、予定

通 り 新 た な 中 継 基 地 を 稼 働 さ せ る た

め、昨年度に中継基地整備計画策定業

務を請け負い、愛知郡清掃センターの

現況や次期中継基地の概要を熟知し、

また、小八木町自治会への説明会にも

参加し、その協議内容なども把握して

い る パ シ フ ィ ッ ク コ ン サ ル タ ン ツ 株

式会社と一旦令和２年３月 31 日まで

を契約期間として随意契約し、ただち

に実施設計業務に着手いたしました。

契約金額は、 880 万円です。それでも

なお、本年度内での実施設計業務の完

了 は 見 込 め な い こ と か ら 今 定 例 会 に

お い て 明 許 繰 越 を お 願 い し た も の で

ございます。今後の事業スケジュール

ですが、実施設計業務を遅くとも５月

末 ま で に 完 了 さ せ る 必 要 が ご ざ い ま

す。実施設計業務が完了しましたら、

委 託 業 務 の 目 的 物 と な る 設 計 書 お よ

び仕様書をもとに、入札執行により中

継基地整備工事の請負業者を決定し、

遅くとも８月上旬から工事に着手し、

令 和 ３ 年 ３ 月 上 旬 に は 完 成 さ せ ら れ

るようしたいと考えております。以上

でございます。  

○議長（安澤勝君）  獅山向洋君。  

○２番（獅山向洋君） 全協で聞いた

説 明 ど お り に も う 一 度 繰 り 返 し に 言

っていただいたんですが、ただ一つで

す ね 是 非 と も 管 理 者 な り 事 務 局 で 考

えていただきたいのは、例えば私も彦

根市議会議員 24 人いるうちから９名

の う ち の １ 人 と し て 出 て き て い る わ
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けなんですよ。ですから逆に言うと私

どもとしては、他の彦根の市議会議員

に 説 明 す る よ う な 立 場 に も あ る わ け

なんです。そういう観点から申し上げ

ますとですね、最初の要旨といいます

かプロポーザルの内容とかですね、あ

る い は こ の 臨 時 会 以 降 の 経 過 と か で

すね、これいろいろと口頭で喋ってお

ら れ て そ れ が い ず れ 会 議 録 に な る か

もしれませんが、これだって今年の８

月 頃 に な っ て し ま う 可 能 性 も あ る わ

けなんでね、そういう観点から言いま

すとね、やっぱり前の候補地選定の時

も 委 員 会 の 内 容 な ん か も あ る 程 度 明

かにされたわけですから、少なくとも

こんな 200 億もかかるような事業に

ついて、例えば辞退された２社の社名

とかですね、あるいは評価項目とか評

価点とかですね、あるいは評価した人

の氏名とかあるいは評価点とか、これ

は や っ ぱ り 文 書 で 出 さ れ る べ き で は

ないかと思うんですよ。そうすれば、

私 ど も 議 員 と し て も 他 の 議 員 に 説 明

しやすくなるわけです。  

そ れ か ら 今 ま で ど う い う こ と を や

ったかどうかということを、ある程度

文 書 で 明 確 に し て い た だ け な い で し

ょうかね。私こういうことを喋ってお

り ま す け れ ど も 先 ほ ど 申 し 上 げ た よ

うに、私は西清崎町という場所のね、

や っ ぱ り 地 形 的 な 問 題 と か そ う い う

ことについては、反対なんですよ。け

れどもやっぱりそういうことを、きち

っ と 書 面 で 出 し て い か れ る こ と が 非

常に重要ではないかと思いますので、

そ の 点 に つ い て お 答 え い た だ き た い

と思います。  

○議長（安澤勝君）  建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） プロ

ポーザルの実施につきましては、ホー

ム ペ ー ジ で 結 果 に つ い て も 公 開 し て

おりましたので、それで事足りるもの

というふうに考えておりましたが、そ

の よ う な 事 前 に 議 員 の 皆 様 に も お 知

ら せ す る と い う や り 方 も 今 後 ま た 検

討させていただきたいと思います。経

過 に つ い て も 文 書 と い う か た ち で 皆

様 に お 知 ら せ で き る よ う な も の を 作

成 し た い と 考 え ま す の で よ ろ し く お

願いします。  

○議長（安澤勝君）  獅山向洋君。  

○２番（獅山向洋君） これホームペ

ー ジ に で す ね 評 価 点 と か そ う い う こ

ともみな出てましたかね。ちょっと私、

正 確 に 見 て い な い の で 申 し 訳 な い け

ども。どうでしょうか。  

○議長（安澤勝君）  建設推進室長。 

○建設推進室長（杉山暢基君） ホー

ム ペ ー ジ の 方 で も 評 価 点 に し ま し て

は平均点というかたちで 80 点という

こ と で 公 表 さ せ て い た だ い て お り ま

す。  

○２番（獅山向洋君） ちょっとこれ

確認だけ。すいませんがね、個々の人

の 評 価 点 に 対 す る 評 点 を き ち っ と 出

していただかないとね、評価された方

は ど う い う お 考 え を 持 っ て お ら れ る

か分からないんですよ。ただ平均点だ

けポンでは分からないのでね。  

○議長（安澤勝君） ご要望というこ
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とでよろしいですか。  

○２番（獅山向洋君）  はい。  

○議長（安澤勝君） 以上で通告のあ

りました質問は終了しましたので、こ

れをもちまして、一般質問を終結しま

す。これで、今定例会に付議されまし

た議案は、全て議了いたしました。  

これをもちまして、令和２年２月彦

根 愛 知 犬 上 広 域 行 政 組 合 議 会 定 例 会

を閉会いたします。  

 

午後 4 時 25 分閉会  
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令和 2 年 2 月 27 日 (木曜日 ) 

       午後 1 時 58 分開会  

 

○議長（安澤勝君）  皆さん、こん

にちは。本日は、大変お忙しい中、

お集まりをいただきましてありがと

うございます。  

それでは、定例会の開会前に、お

時間をいただき、全員協議会を行い

ます。  

はじめに、本日の定例会の欠席者

について、事務局から報告がありま

す。事務局長。  

○事務局 (神細工事務局長 ) 失礼い

たします。欠席届が提出されており

ますので、ご報告申し上げます。甲

良町の木村議員と愛荘町の竹中議員

が公務のため欠席でございます。以

上でございます。  

○議長（安澤勝君）  ありがとうご

ざいました。これをもちまして全員

協議会を終わります。  

次に、今定例会の開会に当たり、

管理者よりあいさつをお願いいたし

ます。管理者。  

○管理者（大久保貴君）  本日は、

令和２年２月彦根愛知犬上広域行政

組合定例会に当たり議員各位におか

れましては、公私お忙しいところご

出席を賜りまして、誠にありがとう

ございます。また、平素から当組合

の管理運営に格別のご理解、ご協力

をちょうだいしておりますこと、改

めて厚くお礼申し上げたいと思いま

す。  

本日の定例会は、令和元年度彦根

愛知犬上広域行政組合一般会計補正

予算第３号、令和２年度彦根愛知犬

上広域行政組合一般会計予算、彦根

愛知犬上広域行政組合斎場の設置お

よび管理に関する条例の一部を改正

する条例案および彦根愛知犬上広域

行政組合職員定数条例および彦根愛

知犬上広域行政組合職員の服務の宣

誓に関する条例の一部を改正する条

例案についての議案を提案させてい

ただきます。何卒、よろしくご審議

のほど、お願い申し上げたいと思い

ます。  

○議長（安澤  勝君）  ありがとう

ございました。  

       午後 2 時 00 分閉会  
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令和 2 年 2 月 27 日 (木曜日 ) 

       午後 4 時 25 分開会  

 

○議長（安澤勝君）  それでは、定

例会の閉会後に、お時間をいただき

まして、全員協議会を行います。  

 本日は、当組合議会会議規則第 35

条の規定にある議会運営代表者会議

の彦根市の代表者３名のうち、獅山

向洋議員が辞任されましたので、そ

れに伴いまして、赤井康彦議員が新

たに選出されましたのでご報告を申

し上げたいと思います。  

これをもちまして全員協議会を終

わります。  

皆様、ご苦労様でした。  

 

       午後 4 時 26 分閉会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


